


 

3 年目を迎えて 

札幌市代表オンブズマン 原
はら

 俊
とし

彦
ひこ

 

(大学名誉教授、令和２年３月１日～) 

 

 

就任３年度目を迎えました。新型コロナウイルス感染症は第６波がようやく収まるか

と思えば早くもリバウンドが懸念され、一時、完全終息したかにみえた中国でも人口２

千数百万人の上海が新たに完全ロックダウンに入るといった、先の見えない状況が続い

ています。また北京冬季オリンピック終了後にロシアがウクライナに侵攻し、これに対

する西側の経済制裁とともに、世界的な経済金融・エネルギー危機も始まり、今年度も

まだまだ不安と不満で一杯の市民生活が続くようです。 

就任初年度は、コロナ関連の苦情申立てが思いのほか少なく、特別定額給付金への対

応を中心に数件程度でした。ところが２年度目は行動自粛やワクチンの追加接種にもか

かわらず再発を繰り返す感染拡大に対し、徐々に市民の不満が高まり、コロナ関連の苦

情が増加、また相当数の市職員がコロナ対応に動員されたこともあり、苦情処理におけ

るトラブルも増加したようです。とりわけ、年初から３月まで続いた記録的大雪・積雪

の関係で、除雪・排雪についての申立てが急増し、最終的には苦情件数が 112 件となり、

令和２年度以来、再び 100 件の大台を超えました。 

特にコロナ対応や大雪関連の苦情では、確かに苦情を申し立てるだけのことは起きて

おり、市は可能な限りの対応をすべきだと思うものの、その反面、市が対応しうる事に

は自ずと限界があり、市はその限界について、事前に市民の理解を得るための工夫をす

る必要があったのではないかとの印象を持ちました。確かに事前に限界について説明す

ると、市の言い訳や居直りの先取りという悪い印象を市民に与えることになるかもしれ

ません。しかし予想しうる「不都合な真実」については予め素直にお知らせし、市民に

も覚悟と協力を要請しておく方が市民の不安や不満を抑えることになるのではないか

と思います。また、これとは逆に市が市民の苦境にしっかりと耳を傾け、市民の立場に

立って、一歩踏み込んだ積極的な対応を工夫する姿勢があれば、たとえ問題の解決には

至らなかったとしても、苦情申立てを受けることはなかったのではと思えるケースも散

見されました。恐らくコロナの関係で限られたスタッフで対応せざるを得ないという状

況があったのではないかと思います。市民の側も市の側も不満、不安、疲労に、耐えに

耐えた１年でしたが、遺憾ながらこの辛い状況はまだ続きそうです。オンブズマンとし

ては、市民と行政がともに力を合わせて、この難局に立ち向かうことを願っています。 



 

1 年を振り返って 

札幌市オンブズマン 田村
た む ら

 智
とも

幸
ゆき

 

（弁護士、令和３年３月１日～） 

 

 

日本は連邦国家ではありませんが、札幌市はさながら地方政府のように感じます。現

代の国家は、理念の実現を目指して生活や経済の在り方に積極的に介入し、生活水準の

安定や福祉の維持向上を目指します。地方自治体も、議会で条例制定や予算承認を行い、

首長のもとで市政を執行し、行政経営を行います。 

急速な都市化、10 の行政区、190 万人を超える人口、盛んなイベントやスポーツ振興

と、札幌市はまさに地方政府の名に相応しいと言えます。 

オンブズマン室は総務局に属しますので司法に準ずるとは言えませんが、行政監視の

視点で市政への苦情を公正中立に調査して、不備の有無を判断しつつ、部局に説明責任

を果たさせます。札幌市自治基本条例も、その役割を明確に位置付けています。 

令和３年度の申立て件数は 112 件、３人の独任オンブズマンが平均 37 件に与しまし

た。 

札幌市も基礎自治体ですので、苦情の対象は毎日の生活に関わる保健福祉や環境衛生

にはじまり、商工振興やまちづくりに関わること、そしてコロナ対策などに至るまで、

オンブズマンの守備範囲は相当幅広いと感じています。 

昨年度は申立ての２割以上で行政の不備を認めました。 

逆に言うと、８割近くは行政に不備はないと判断しました。 

行政は無謬ではありませんが、制度やしくみは最大多数の最大の幸福を実現するよう

に一定の利益調整の下で作られています。利益調整の段階での行政裁量を尊重すること

が多いのは確かです。 

その一方、事務を遂行するのは人です。ヒューマンエラーもあります。 

もちろん、制度やしくみの適用に判断を伴う場合、判断と適用は組織が行いますし、

組織の決定ですので頷けることが多いのですが、判断や適用は無謬と限りません。 

専門調査員や事務局の力を借り、質問力も駆使し、追加の資料提出も求めて、疑問の

解消に努めますが、それでも納得できないと行政の不備を認めます。限界線上の判断を

行うこともあります。オンブズマンの本領発揮が期待されていると思っています。 

前提となる事実関係が争われることも多く、その場にいなかったオンブズマンも推認

の手法を使って真相に迫ろうとします。それでも食い違いが解消できないときは申立て

の趣旨に沿った判断はできません。申し訳ありませんが、判断の限界となります。 



 

ともあれ行政事務の対象は人です。事務を遂行する人と息が合わないと無用なところ

で摩擦が起きますし、それが昂じて申立てに至ったと思えることも少なくありません。

こういうケースは与していても後味が悪いものです。 

行政事務には権力作用が伴います。 

私自身も謙虚であることを常に肝に銘じて２年目を迎えたいと思います。 

 

  



 

明日につなぐ 

札幌市オンブズマン 八木橋
や ぎ は し

 眞
ま

規子
き こ

 

(民事調停委員、平成 31 年３月１日～) 

 

 

 見知らぬ旅先のような風に緊張しながら、冷え込みの残る朝の街を市役所へ通い始め

て３年、オンブズマンの勤務も最終年度に入りました。 

昨年度私が担当した苦情申立ては、生活保護関連、１月以降集中した除雪に関するも

の、コロナ禍による収入減に影響を受けた税金や国民健康保険料払込みに関する案件と

多岐にわたりながら、大雪やコロナ禍などこの年の社会状況が映し出されました。行政

活動は市民生活のあらゆる分野に及び、税金によって公権力をもって行われる以上、憲

法の理念を実現するため、法律に基づいてどのように行われているかを、調査の際に確

認することになります。担当課の職員の皆さんは、それぞれ適正に仕事に取り組んでい

るという印象を受けます。しかし、例えば「知らなかったから利用できなかった」「説

明不足である」とか「こちらの事情はわかっているはず」「不親切な態度であった」と

いう市民の苦情から思うことは、ルールや手続の説明をして理解を得るには、人間が一

人一人別の角度からものを見て見え方が違うこと、知識や情報量に差があることを繰り

返し忘れずに考えなくてはならないということです。その一方で、他罰的な感情から自

身の考えに固執し聞く耳を持たない人やＳＮＳなどから自分好みの情報だけを選んで

主張する人への対応が、いかに難しいものであるのかも想像できます。また時には、市

が厳格に法の実施を行うことで支援を熟慮検討しても、申立人からの信頼を得られず、

社会的孤立を防ぐ手立てさえ講じられないジレンマがうかがえる案件もありました。 

 オンブズマンが申立てを受け調査する前に、多くの場合市民と行政が自律的に問題点

を改善しようとする状況があります。その時点で、担当課や職員が、当事者の立場や事

情に対し想像力を持って受け止め対応していたと認められることがあり、残念ながら問

題解決にならなかったとしても、それは「市民の立場に立って理解しようとする行政」

への信頼を培うものだと心強く感じたケースも中にはありました。そこには法律による

行政が、法律の形式や内容にあらわれる論理的な考え方だけではなく、「困っているの

がわかったからできることをしよう」という具体的で妥当な解決を目指す職員の意思と

行動が見えました。 

 オンブズマンによる調査が、申立人の個人的な苦情処理にとどまらず、これを通じて

システムや手続上の問題点の見直しと改善が行われ、さらに行政が自ら修正する機能を

発揮していくことを期待しています。 

 パンデミックに翻弄され、気候変動や、胸がつぶれるような世界の状況は、私たちの



 

足元にひたひたと不安の波が寄せ来る時代を感じさせます。その中でも確実に日々の暮

らしが続き、様々な苦情も批判も起きるのでしょうが、たとえ合意は常にできるもので

はないとしても、多様な視点の交換と対話は新しい可能性を生み出すことができると信

じていきたいと思います。 

 札幌市民の現在そして未来の暮らしの幸せを支えるために、職員の皆さんが誇りを持

って、その目的を思い続け働き続けてくださることをお願いします。 
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Ⅰ 令和３年度活動概況 

 

１ 苦情申立ての状況 

(1) 苦情申立て件数と受付総件数 

令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの１年間にオンブズマンが受け付

けた苦情申立ての件数は 112 件で、前年度より 22 件（24.4％）増加しました。 

 

表１ 年度別苦情申立て件数、受付総件数（過去５年分） （単位：件） 

年 度 H29 H30 R 元 R2 R3 

苦情申立て件数 82 77 122 90 112 

問合せ・要望等 681 572 586 557 660 

受付総件数 763 649 708 647 772 

 

(2) 苦情申立ての手段別状況 

苦情申立ての手段別では、ホームページからの申立てが 51 件（45.5％）、次いで

来訪によるもの 40 件（35.7％）となっており、これら２つで全体の 81.3％となっ

ています。以下、郵送 17 件（15.2％）、ファクシミリ４件（3.6％）となっていま

す。 

 

表２ 月別手段別苦情申立て状況            （単位：件） 

年 月 申立て 

        

手段内訳 

来訪 ホームページ 郵送 ファクシミリ 

令和３年 4 月 11 3 6 1 1 

 5 月 7 2 2 2 1 

 6 月 10 3 5 1 1 

 7 月 13 3 8 2 0 

 8 月 8 2 4 2 0 

 9 月 3 2 1 0 0 

 10 月 13 5 6 2 0 

 11 月 10 3 4 2 1 

 12 月 11 5 5 1 0 

４年 1 月 12 6 3 3 0 

 2 月 10 5 5 0 0 

 3 月 4 1 2 1 0 

令和３年度合計 112 40 51 17 4 

【参考】前年度合計 90 25 47 15 3 
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(3) 組織別・項目別状況 

苦情申立ての件数を組織別に見ると、区役所が最も多く、48 件の申立てがありま

した。次いで、総務局、保健福祉局及び都市局が各９件となっています。 

 

表３ 組織別・項目別苦情申立て状況(令和３年４月１日～令和４年３月 31 日受付分) 

組 織 件数 構成比 項   目 

総務局 9  8.0% 
人事・職員採用 1 件、情報公開 2 件、オンブズマン 4 件、

戸籍・証明 1 件、その他の市の業務 1 件 

まちづくり政策局 2  1.8% 騒音・振動・環境汚染 1 件、道路・河川 1 件 

財政局 3  2.7% 市税 3 件  

市民文化局 4  3.6% 
まちづくり・地域活動 2 件、消費生活 1 件、文化・芸術

1 件 

スポーツ局 2  1.8% スポーツ 2 件 

保健福祉局 9  8.0% 
高齢福祉・介護保険 2 件、障がい福祉 3 件、生活衛生 1

件、感染症 1 件、その他の市の業務 2 件 

子ども未来局 4  3.6% 子育て 3 件、その他の市の業務 1 件 

経済観光局 3  2.7% 観光 2 件、その他の市の業務１件 

環境局 3  2.7% 動物・ペット 1 件、動物園 1 件、ごみ・リサイクル 1 件 

建設局 5  4.5% 
道路・河川 1 件、騒音・振動・環境汚染 1 件、その他の

市の業務 3 件 

下水道河川局 1  0.9% 道路・河川 1 件 

都市局 9  8.0% 
市営住宅 5 件、騒音・振動・環境汚染 1 件、建築 2 件、

その他の市の業務 1 件 

病院局 2  1.8% 感染症 2 件 

消防局 2  1.8% 消防・火災予防 1 件、救急 1 件 

区 48 42.9%  

 市民部 5  4.5% 戸籍・証明 2 件、選挙 2 件、その他の市の業務 1 件 

 土木部 8  7.1% 除排雪 6 件、その他の市の業務 2 件 

 

 
保健福祉部 35 31.3% 

生活保護 23 件、高齢福祉・介護保険 1 件、子育て 1 件、

障がい福祉 4 件、保険・年金 5 件、その他の市の業務 1

件 

教育委員会 4  3.6%  学校・幼稚園・教育 3 件、人事・職員採用 1 件 

市の業務外 2  1.8%   

合 計 112 100.0%  

※ 令和３年度の組織による。２つ以上の局にまたがるときは、主な所管局に掲載しています。 

  なお、端数処理の関係上、割合の合計が 100.0%にならない箇所があります。 
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(4) 分野別状況 

申立てを分野別に見ると、健康・福祉・子育て関係（47 件）が最も多く、次いで

土木・建築関係（14 件）が多くなっています。 

 

表４ 分野別苦情申立て状況(令和３年４月１日～令和４年３月 31 日受付分) 

分 野  
令和３年度 令和２年度 

件数 割合 件数 割合 

健康・福祉 

・子育て 

生活保護、障がい福祉、高齢福祉、子育て、

感染症、保険・年金など 
47 42.0% 30 33.3% 

教育・文化 

・観光・経済 

学校・幼稚園・教育、文化・芸術、スポーツ、 

観光、経済・産業など 
9 8.0% 9 10.0% 

土木・建築 
道路・河川、除排雪、水道・下水道、建築、

市街地整備など 
14 12.5% 6 6.7% 

環境 
ごみ・リサイクル、動物・ペット、公園・み

どり、騒音・振動・環境汚染など 
5 4.5% 3 3.3% 

税・財産 税金、入札・契約など 3 2.7% 2 2.2% 

その他 
戸籍・住民票・証明、市営住宅、広報・広聴、

消費生活、消防など 
34 30.4% 40 44.4% 

合 計 112 100.0% 90 100.0% 

※ 端数処理の関係上、割合の合計が 100.0%にならない箇所があります。また、令和２年度活動状

況報告書の分野分けと一部異なる箇所があります。 

 

２ 苦情処理の状況 

(1) 苦情処理の状況 

申立てがあった苦情のうち、調査結果が苦情申立ての趣旨に沿ったもの（市の業

務に何らかの不備があったもの）が 18 件（16.1％）、市の業務に不備がなかったも

のが 61 件（54.5％）でした。 

 表５ 苦情処理の状況(令和３年４月１日～令和４年３月 31 日受付分) 

 区  分 件 数 割 合 

調査結果を 

通知したもの 

１ 苦情申立ての趣旨に沿ったもの 18 16.1% 22.8% 

２ 市の業務に不備がないもの 61 54.5% 77.2% 

小 計 79 70.5% 100.0% 

調査結果を 

通知しなかっ

たもの 

３ 調査を中止（取下げ等による）※条例第 18 条 15 13.4%  

４ 管轄外（市の業務外等）※条例第 3 条 7 6.3% 

５ その他（１年以上経過等）※条例第 16 条 11 9.8% 

小 計 33 29.5% 

合  計 112 100.0% 
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(2) 苦情処理日数の状況 

苦情の処理に要した日数の状況は、次のとおりです。 

 

表６ 苦情処理日数の状況(令和３年４月１日～令和４年３月 31 日受付分)（単位：件） 

                 処理日数(※) 

区  分                       

30 日 
以内 

31～ 
45 日 

46～ 
60 日 

61 日 
以上 

調査結果を 

通知したもの 

１ 苦情申立ての趣旨に沿ったもの 4 7 4 3 

２ 市の業務に不備がないもの 9 29 18 5 

小 計 13 36 22 8 

割 合 16.5% 45.6% 27.8% 10.1% 

調査結果を 

通知しなかった

もの 

３ 調査を中止（取下げ等による） 14 1 0 0 

４ 管轄外（市の業務外等） 7 0 0 0 

５ その他（１年以上経過等） 11 0 0 0 

小 計 32 1 0 0 

割 合 97.0% 3.0% 0% 0% 

合 計 45 37 22 8 

割 合 40.2% 33.0% 19.6% 7.1% 

※ 苦情申立書のみで苦情の内容が判断できないものは、オンブズマンと面談を行った日等の調
査内容が確定した日を起算日として整理しています。 

 

３ 発意調査の状況 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため市の業務を一部縮小していた

ことの影響などにより、オンブズマンの発意による調査は行いませんでした。 

 

４ 是正勧告等 

令和３年度の調査においては、是正勧告や意見表明に至ったものはありませんでした。 

 

５ 現地調査 

苦情の内容によっては、現地を確認し状況を把握するため、オンブズマン自身が現

地に赴き、調査を行っています。 

 

６ フォローアップ調査 

令和３年度中に苦情申立てを受け付け、調査結果を通知したもののうち、趣旨に沿

ったもの 12 件、不備はなかったがオンブズマンが何らかの要望を出したもの４件につ

いて、調査結果通知に係る改善等の状況についての追跡調査（フォローアップ調査）

を行い、調査結果通知を受けて市の関係部局が講じた措置の状況や現在の状況を確認

しました。 
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７ その他の活動 

  令和３年度は、令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

オンブズマンの活動も影響を受けました。市民と直接交流する機会である出前講座や

高齢者大学などは実施されず、オンブズマンとしても活動の縮小を余儀なくされまし

たが、このような中で実施した活動について御紹介します。 

(1) 広告掲載等 

１年を通して、地下鉄大通駅コンコース内

のサッポロスマイル市政ＰＲコーナーで制度

ＰＲの映像を放映しているほか、９月には札

幌駅前通地下歩行空間の大型ビジョンで制度

ＰＲの映像を放映しました。 

また、１年に２回（６月及び 12 月）、制度

ＰＲポスターを地下鉄駅に掲示するととも

に、令和４年２月には、地下鉄南北線及び東

西線車内に帯広告、東豊線の車内にステッカ

ー窓広告を掲示しました。 

 

地下鉄東豊線の窓ステッカー(R4.2) 
 

(2) 第 22 回全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会 

  新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、初めてのウェブ会議形式での開催と

なりました。札幌市からはオンブズマン１名が参加し、当番幹事として司会進行を

務めるとともに、国や他の自治体の行政苦情救済機関との意見交換や情報共有を行

いました（２月）。 
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Ⅱ 苦情申立て事例（要約）（令和３年度） 

実際に申し立てられた苦情の中から、オンブズマンの活動状況を知っていただく上

で参考になると思われる事例の一部を、要約して紹介します。 

なお、調査結果通知後、改善等の状況の追跡確認としてフォローアップ調査を実施

した事例については、市の回答を「市の改善等の状況」に掲載しています。 

 

１１  健健康康・・福福祉祉・・子子育育てて分分野野  

(1)   住宅改修費の不支給 ····················· 15  

(2)   資料提出による不利益 ···················· 17  

(3)  有料道路障害者割引の登録誤り ················ 18  

(4)  特別障害者手当の返還 ···················· 19  

(5)  通院先への監査・指導 ···················· 21  

(6)  ワクチン接種券の再発行 ··················· 22  

(7)  北海道へのケース移管 ···················· 23  

(8)  生活保護受給者の家賃滞納 ·················· 25  

(9)   工賃の計算間違いに関する収入認定の手続 ··········· 26  

(10) 担当ケースワーカーの対応 ·················· 27  

(11) 通院移送費の支給方法 ···················· 28  

(12) 国民健康保険料の過剰徴収 ·················· 29  

(13) 後期高齢者医療保険料の誤り ················· 30  

(14) 国民健康保険料の催告の遅れ ················· 31  

 

２２  教教育育・・文文化化・・観観光光・・経経済済分分野野  

(1)  文化芸術活動再開支援金の支給撤回 ·············· 32 

(2)  営業時間短縮等の要請に対する対策協力支援金の申請期限 ···· 33 

(3)  小学校の防犯カメラ ····················· 34 

  

３３  土土木木・・建建築築分分野野  

(1)  狸小路のコンテナ ······················ 36 

(2)  宅地造成工事に対する対応 ················· 37 

(3)  パートナーシップ排雪の実施 ················· 38 

(4)  不要な除雪作業 ······················· 39 

  

４４  環環境境分分野野  

(1)  汚染土の処分地に関する住民説明会の開催 ·········· 41 
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(2)  ごみの自己搬入におけるダンプ機能の使用 ·········· 42 

(3)  カラス駆除の対応 ····················· 43 

(4)  道路拡張工事に伴う車両騒音及び振動被害 ··········· 44 

  

５５  税税・・財財産産分分野野  

(1)  り災証明書の二次調査 ···················· 45 

(2)  飲食店への時短要請期間における市民税滞納の差押え予告 ···· 46 

(3)  市税の納付書の再発行 ···················· 47 

  

６６  そそのの他他のの分分野野  

(1)  現業職員の採用方法 ····················· 49 

(2)  マイナンバーカードの健康保険証利用手続 ··········· 50 

(3)  公文書公開請求に係る文書の公開漏れ ············· 52 

(4)  NPO 法人への不適切な対応 ················· 53 

(5)  保健所の立入検査 ······················ 54 

(6)  市民委員への応募方法 ···················· 55 

(7)  市管理地の土壌によるブロック塀の損傷 ············ 57 

(8)  公共施設の不公平な利用調整 ················· 58 

(9)  選挙の投票事務従事者への応募者に対する対応 ········· 59 

(10) 投票所内への付添い ····················· 60 

(11) 施設利用のキャンセル料 ··················· 61 

 

※ 掲載されている市の組織名は令和３年度のものです。 

※ 各事例の「オンブズマンの判断」に付記した【趣旨沿い】、【不備なし】は、10 ページの表５中の「１ 

苦情申立ての趣旨に沿ったもの」又は「２ 市の業務に不備がないもの」を示します。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年８８月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、工事完了前に被保険者が入院した場合は、退院して改修したも

のを使用しないと住宅改修費は支給されず、このことは申請書の受付時に申請

者に交付する「受付書」に記載されているものの、申請者から本人の入院など

の情報がなければ、改めての説明はしていないとのことです。また、市のホー

ムページやパンフレットには、こうした記載はないとのことです。 

オンブズマンは、介護保険制度の適用に当たり、このような契約上の重要事

項を一般市民向けに明示せずに運用していること自体に問題があると考えます。 

次に、ケアマネによる代理申請については、介護保険上の位置付けはなく、

誰であっても本人の意思に基づくと認められる場合は代理申請を認めるが、代

理申請者は市の直接的な監督権限も責任もない単なる第三者に過ぎないとして

います。そして、ケアマネの役割に鑑みて、ケアマネが代理申請を行うのは通

常のことであり、市としては、代理申請者であるケアマネに説明を行えば足り

ると回答しています。 

オンブズマンは、市の見解は代理申請を認めている点については正しいと考

えますが、これをもって、申請者に対する説明責任を否定することはできない

と思います。本件においては、申立人に対し、住宅改修費の支給に係る極めて

重要な事項が最後まで知らされないまま工事が進められてしまっており、市に

明らかな責任があり、制度運用上の不備があったとオンブズマンは考えます。 

次に、市は、退院後に備えて入院中に事前申請を行うことは認められており、

事前申請はあくまでも当該住宅改修が保険給付として適当かを確認するもので、

１１  健健康康・・福福祉祉・・子子育育てて分分野野  

((11))  住住宅宅改改修修費費のの不不支支給給（保健福祉局高齢保健福祉部）  

私の家族のために、ケアマネと相談して、介護保険による住宅改修をすることにした。

工事業者を決定した後は、ケアマネと業者の間で直接連絡して手続を進めてもらえるこ

とになった。 

工事業者との正式契約後、工事を行う前に本人が入院したが、ケアマネから何も説明

がなかったため、そのまま工事を行った。その後本人は退院することなく亡くなった。 

本人が亡くなったことを知らせたあともしばらくケアマネから連絡はなく、１か月後

に問い合わせた際に、本人が退院して改修した設備を使わないと住宅改修費は支給され

ないと言われた。 

後で確認したところ、ケアマネは本人の入院後に申請を行っており、そのようなケア

マネの代理申請を認めた市にも問題がある。 

事前に説明があれば工事は中止したはずなのに、市からもケアマネからも説明がなか

った。説明責任を果たしていないのに、支給を拒否することは承服できない。 
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住宅改修完了後の事後申請が承認されることにより支給決定を行うものである

から、事前に説明がなされていなかったとしても住宅改修費は支給できないと

説明しています。 

 この点については、制度上やむを得ないものとオンブズマンは考えますが、

そのような事態に至る前に申請者が工事の着工を中止又は延期することを検討

する機会が与えられなかった点については、市は申立人に対し制度運用上の不

備を謝罪するとともに、再発防止に向け真摯に取り組むことをオンブズマンは

期待します。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

ホームページの住宅改修費の支給申請のページを分かりやすく改めるととも

に、申請に当たっての注意事項を詳細に掲載しました。 

 また、申請書に入院・入所状況を記載する欄を新設し、申請時に被保険者が

入院・入所している場合には、今後の状況によっては住宅改修費が支給されな

い可能性があることを説明することとしました。さらに、ケアマネ等による代

理申請の場合は、注意事項が記載された受付書を、被保険者本人・家族に渡し

てもらうこととし、その旨ケアマネ等に周知を行いました。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年７７月月））【【不不備備ななしし】】  

市は、申立人の相談に対し、「調査するほどのことではない」といった発言は

していないと述べているため、その場にいなかったオンブズマンにはこの点に

ついての判断はできません。 

本件においては、申立人は、資料の提出までしたのに、自分の相談がどのよ

うに扱われているのかわからないという疑問や、不安を持たれているのではな

いかとオンブズマンは推察しました。 

 市によると、申立人が提出した資料については、個人情報などの漏洩がない

ように、相談の記録とともに所定の簿冊につづって保管しているとのことです。 

 また、市によると、相談者が安心して事業所に対する苦情等を含めた相談が

できるように、特別な場合を除き、相談者自身から氏名等を開示しない場合に

は、担当課からは確認せずに対応しているとのことです。 

このような市の考え方は、様々な相談者に配慮して経験的に工夫を重ねた方

法ではないかと思いますし、さらに、気になることがあれば担当課に連絡を取

ることができるよう職員の名刺を申立人にお渡ししたということですから、配

慮された対応であったとオンブズマンは考えます。ただ、相談者が自ら問合せ

をすることをためらう場合もあるかもしれないため、市からの連絡や回答が必

要であるか、その場合はお名前をお聞きしたいという一言があれば、市の配慮

が申立人に伝わったのではないかと思います。 

市は、当該事業所が相談者を特定するなどの行為をしないよう細心の注意を

払ってやり取りしていたため、申立人には御安心いただきたいと述べています。 

オンブズマンも市と事業所のやり取りを確認しましたが、市の対応が申立人

の不利益に当たるようなことはなかったと考えます。

((22))  資資料料提提出出にによよるる不不利利益益（保健福祉局障がい保健福祉部）  

私が利用している就労継続支援Ａ型事業所に関して、問題があると思われる点があっ

たので、市に相談したところ、調査するのは一部のみで、大部分は「調査するほどのこ

とではない」と言われた。また、相談の際に資料を持って行ったが、相談後に資料を持

ち帰ろうとすると、職員から資料のコピーを取ってもいいか尋ねられたため、原本を渡

してしまった。 

資料を提出する羽目になり、市と当該事業所がつながっていて何か私に不利益がある

のではないかと不安になった。この資料が個人情報を含むものであったこと、職員が私

の氏名や連絡先を聞いてこなかったことも不安である。 



― 18 ―

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年１１月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、本件割引更新手続の時期は、システムによる運用を開始した年

であり、システム導入に当たり、以前のデータをシステムに取り込むことはし

ていなかったため、19 桁ある車載器管理番号を入力するには、申立人から提出

された書類等を確認するより方法がないと説明しています。 

本件更新申請は今から４年以上前のことであり、札幌市オンブズマン条例で

は、申立てとなった事実のあった日から 1 年を経過しているときは、原則とし

てオンブズマンの調査対象外事項となると定めているため、更新手続時の市の

業務の不備の有無についてオンブズマンが判断することはできません。 

しかし、申立人の損害額は多額であり、市も割引制度の実施主体であるＮＥ

ＸＣＯとの間で返金の可否について協議まで行っています。そこで、当時あっ

たと考えられる出来事について、オンブズマンとして推論してみます。 

市が述べるとおり、更新手続の際に、何の資料もなく以前の車載器管理番号

が入力されるとは考えにくいところであり、申立人から提出された何らかの書

類を手掛かりに、古い車載器管理番号が入力された可能性があると考えられま

す。もっとも、仮にそうだとしても、自動車登録番号（いわゆるナンバー）は

新しいものに変更されていることから、市は、当該申請が変更の要素も兼ね備

えたものであることに留意し、新しい車載器管理番号が正しく入力できるよう、

きちんと確認すべきではなかったかということになります。 

以上はあくまで推論ですが、申立人には、申請書を提出する際には、自身も

控えをきちんと確認した上で申請をしてほしかったと思います。 

一方で、市は、返金はできないという結論だとしても、上記のような推論が

できることを踏まえると、申立人にすべての責任があるかのような説明ではな

く、もう少し工夫・配慮した説明が必要だったのではないかと思います。 

車両を定期的に変更される方は少なくありません。市には、申請者の立場に

立って、細心の注意を払って対応してほしいとオンブズマンは思います。 

((33))  有有料料道道路路障障害害者者割割引引のの登登録録誤誤りり（区保健福祉部）  

 私は有料道路障害者割引を利用している。新車に変えた後の割引更新手続の際に、Ｅ

ＴＣの車載器管理番号が前の番号のままとなっており、そのまま更新が繰り返されたた

め、それ以降割引が適用されず、多大な損害を受けた。 

 更新手続は、窓口の職員がパソコンで申請書を作成し、控えを渡されたが、自分の住

所氏名は確認したものの、車載器管理番号までは確認していなかった。 

 最近になって申請の誤りに気付き市に申し出たところ、更新手続の際に私が古い書類

を持って行ったことが原因であり、控えを渡した際に確認を怠った私に責任があると説

明されたが、納得がいかない。過大に請求された分を返金してほしい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年２２月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、特別障害者手当は、受給資格者が３か月以上入院した場合、資

格を喪失するとのことです。本件では、市が申立人の介護老人保健施設への入

所の可能性を把握したことから申立人に確認したところ、資格喪失事由となる

入院の事実が判明したということです。さらに、市における資格喪失の手続の

過程で別の入院が判明し、この入院は令和２年度の現況届に記載があったのを

担当者が見落としていたことも判明したということです。 

市は、令和２年度の現況届の記載を見落とさずに最初の入院期間における手

当の返還を求めていれば、申立人は速やかに再請求を行うことができ、後の入

院の際も資格喪失の届出と再請求を行うことができた可能性があったと判断し

たと述べています。その上で、こうした事情を考慮し、令和２年度の現況届提

出以降は入院に係る資格喪失及び再請求を遅滞なく行ったものとして、返還額

を再計算したところ、当初返還を求めた額の半分程度となったということです。 

オンブズマンは、こうした市の対応は合理的なものと考えます。しかし、市

は、記載の見落としを把握しながら、その直後に当初の金額での返還を求めて

います。最初に返還を求める前に、迅速かつ慎重に、申立人の立場に十分思い

をはせて検討を行っていただきたかったとオンブズマンは考えます。 

特別障害者手当の受給要件は複雑であり、個々の入退院の事実などの要件す

べてを行政が把握することはできません。さらに、プライバシーに関わること

への行政の必要以上の調査も適切とはいえません。また市は、受給者には届出

義務があり、新規決定や再認定時等には届出義務等に係る周知文を同封してい

ると述べています。したがって、遡って請求できないことは、ルールを平等に

適用するという考えからもやむを得ないものとオンブズマンは思います。 

ただし、申立人がそうであったように、届出、請求等の必要性についての情

報から遠い方たちがいるということを忘れてはならないとオンブズマンは思い

ます。受給する権利の有無を本人が自覚できるよう、行政からの情報提供方法

などについて、市には工夫を重ねていただきたいと考えます。 

((44))  特特別別障障害害者者手手当当のの返返還還（区保健福祉部）  

 私は特別障害者手当を受給しており、入退院を繰り返している。先日、突然市から、

受給資格を喪失したため、２年近く前からの過支給分の手当を返還するようにとの連絡

があった。金額が大きかったため、すぐ区役所に抗議し、提出を求められた書類をそろ

えた結果、返還額が当初の半分ほどになったが、抗議しなければ最初に言われた金額を

返還しなければならなかったのではないか。 

 また、病状が変わっていないのに遡って請求できないことも納得がいかない。 
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市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

現況届の記載の見落としを防ぐため、複数の職員でダブルチェックを行うこ

ととしました。 

また、これまで毎年８月に発送する現況届の通知に同封していた資格喪失事

由に係る周知文を、毎年４月に発送する手当額の通知にも同封することとして

周知回数を増やしたほか、当該周知文の重要箇所に蛍光マーカーを引くなどし

て、より目に付きやすいように工夫しています。 

 

 



Ⅱ　
苦
情
申
立
て
事
例

― 21 ―

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1122 月月））【【不不備備ななしし】】  

市は、申立人から相談があった際、医療従事者の態度については法令に定め

がないことから、その点は直接当該医療機関と話し合っていただくことになる

と伝えたと説明しています。 

また、市によると、診療報酬の算定の基礎となる診療時間は、医師が自ら問

診、診察等を行った時間であることから、当該医療機関が診療報酬の算定方法

を誤認している可能性があると判断し、当該医療機関に対し、診療時間の考え

方について教示したと述べています。 

さらに、当該医療機関が申立人に対して転院に係る案内をしたことについて

も、当該医療機関の意図が適切に伝わっていない可能性が考えられたことから、

申立人と当該医療機関の信頼関係の回復を促す必要があると判断し、申立人に

限らずその他の患者も含めて懇切丁寧な対応をするよう促したということです。 

こうした市の対応を受け、当該医療機関からは、申立人と話し合い、状況に

応じて医療費を返還することも検討するとの回答を得たとのことです。 

 以上によれば、市は、申立人からの相談を受け、必要かつ相当な対応をした

とオンブズマンは判断します。 

 申立人は、市による監査や指導を求めています。関係法令により、市には指

定自立支援医療機関に対する監査指導権限が付与されていますが、行政の指導

権限は、当事者の理解を得ながら段階的に執行されるのが望ましいと考えられ

ますので、こうした観点からも、市の対応に問題はないと考えます。 

 市に対しては、引き続き、申立人及び当該医療機関に対して適切なサポート

をお願いするとともに、申立人への医療費の返還などが適切に行われない場合

は、次の段階の指導権限の行使を検討していただきたいと思います。 

 

 

((55))  通通院院先先へへのの監監査査・・指指導導（保健福祉局障がい保健福祉部）  

 私は自立支援医療制度を利用して通院している。医療費の明細に、30 分以上の診療

として診療報酬が算定されている旨記載があったが、医師の診察は 30 分未満であった

ため、医師に説明を求めたところ、「受付時間から診療時間になる」と説明された。 

 しかし、調べてみると、やはり診療時間になるのは医師の診察時間のみであることが

分かったため、これを医師に指摘したところ、気に入らないなら転院するよう強く感情

的に言われた。 

 市に相談したところ、当事者間で自主的な解決をするよう言われたが、自立支援医療

機関は市が指定しているのだから、きちんと監査や指導をしてほしい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1122 月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、当初発行された接種券はあて所に尋ね当たらないとの理由で返

戻されており、申立人からお問い合わせセンターに接種券が届かないとの電話

があったが、申立人が申告した住所のマンション名の一部相違していたことで、

オペレーター及びその上席は、本人確認ができないため接種券の発送状況を教

えることはできないと回答したということです。さらに、マンション名を確認

した申立人から接種券再発行の依頼があった際には、一度返戻されていること

から郵便局に確認するよう助言し、直後の電話では、仕事の滞在先への送付を

求めた申立人に対し、再発行手続が済んでいると誤認し、２週間程度で届くと

説明しています。その後、２か月近くが経過して再度申立人から問合せがあっ

た際に、ようやく再発行手続が行われたということです。 

市は、オペレーターの知識・理解不足、お問い合わせセンターと市の連携不

足があったことを認めて謝罪しています。また市は、管理職やオペレーターに

事例対応を共有するとともに、接種券が届くまでの期間を、実態に合わせて１

週間から 10 日程度とお知らせすることとし、市民の不安解消に努めると述べて

います。 

オンブズマンとしては、本人確認の目的に照らすと、マンション名の一部が

相違しているだけで、部屋番号まで一致しているのであれば、完全に本人確認

ができたと判断するべきだと思います。また、返戻理由を確認するよう助言し

たのであれば、その後の申立人から確認結果の連絡に備え、お問い合わせセン

ター内で情報共有し、連携体制を構築しておくことは可能であったと思います。 

委託業務において、本件のように相当量の電話対応が予想される場合は、予

想される質問と回答を準備しておき、実際に寄せられた質問を基に適宜ブラッ

シュアップするなどの対応が必要であったと考えます。 

市には、この問題が命に関わる問題であるとの認識を改めて持ち、委託業務

における体制整備を図るよう強く求めます。 

((66))  ワワククチチンン接接種種券券のの再再発発行行（保健福祉局保健所）  

 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種券が届かなかったため、「札幌市新型コロ

ナウイルスワクチン接種お問い合わせセンター」に３度も電話し、再発行の手続を行う

と説明されたものの、いまだに接種券が届かない。 

 その後、改めてお問い合わせセンターに連絡したが、今までも何度も確認されている

のに、また本人確認された上、接種券は２週間後に届くと言われた。 

 ワクチンを接種することができず、生命の危険にさらされていると感じ、とても不安

である。 



Ⅱ　
苦
情
申
立
て
事
例

― 23 ―

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

本人確認のルールを新たに策定するとともに、問合せ対応用の想定問答につ

いて、過去に問合せの多かった事例を中心に、より具体的な案内を行えるよう

見直しました。 

また、同一人からの複数回の問合せに対して、オペレーター間での情報共有

や連携がよりスムーズに行えるように、お問い合わせセンターへの入電履歴等

を管理する新たなシステムを導入しました。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年８８月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、ケース移管については、マニュアル等に基づき取扱いを決定し

ているとのことです。市は、申立人の世帯については、当初の児童相談所対応

時から状況が変わり、転出時期の世帯の状況や援助の内容から、継続指導の必

要がなく、日常的な相談や見守りが適当と考え、ケース移管は不要と判断した

と説明しています。 

一方、転出前に申立人から相談があった際には、転出先の児童相談所へケー

ス移管できると説明していたが、その後、ケース移管不要と判断したことは説

明していなかったということです。 

さらに、転出先の児童相談所から連絡があった際、市及び転出先との間でケ

ース移管は行わないとの判断に至ったようですが、その後、今回申立人自身か

ら問合せがあるまでの約２年もの間、申立人への連絡はなされていませんでし

た。転出先の児童相談所からの連絡は申立人の求めに応じたものであったので

すから、事務的な取扱いの詳細までは伝えないまでも、ケース移管は不要との

判断を行ったことについては申立人に対してきちんと説明するべきであったと

思います。 

 オンブズマンは、本件のような保護者からの相談が、長期間持ち越されるこ

((77))  北北海海道道へへののケケーースス移移管管（子ども未来局児童相談所）  

私は以前札幌市に住んでいたが、数々の迷惑行為により生活が妨げられていたこと等

から、児童相談所へ相談していた。その後、市外へ転出したが、迷惑行為は続いていた

ため、転出先の児童相談所へも相談していたが、札幌市から私の世帯に係る児童相談所

の対応状況等についてのケース移管が行われていないことが分かった。 

転出する際には、転出先の児童相談所へケース移管すると言われていたのに、転出後

数年たった今もまだ移管が行われていない。転出先と札幌市がやり取りしていたが、進

まないようだ。早くケース移管を行ってほしい。 
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とがないよう、市には理解しやすい丁寧な説明と連絡をされることをお願いし

ます。また子どもの置かれた状況を的確にとらえ、その家庭に最も効果的な援

助を行えるよう児童福祉に関する機関との十分な連携を図りながら、相談援助

活動を行っていかれるよう強くお願いしたいと思います。 

 最後に、申立人が適切な行政からの支援を受け、お子様の成長を見守りなが

ら、健康に留意され心穏やかな生活を送られることをオンブズマンは願ってお

ります。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和３３年年 1100 月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

ケース移管について、マニュアル等を再確認し、分かりやすい説明に努める

よう所内での周知を行いました。 

また、本件を踏まえ、保護者からの各種相談に対して理解しやすい丁寧な説

明と適時適切な連絡をすること、加えて子どもの置かれた状況を的確に捉え、

その家庭に最も効果的な援助を行えるよう、関係機関とも十分な連携を取りな

がら相談援助業務を遂行することについて、改めて所内周知を図りました。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年８８月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、申立人からの連絡を受けて、当該受給者に対して事情を確認し、

申立人に連絡して速やかに荷物を片付けるよう指導しているとのことです。結

果として解決に至っていないが、この指導に強制力はなく、指導を続ける以外

に方法がないということです。また市は、賃貸借契約や退去に関することは、

被保護者であっても個人の責任において行うものであり、これらに係るトラブ

ルは当事者同士で解決を図るべきことであると述べています。 

本件については、保護の実施機関が賃貸借契約上の権利義務を負う立場には

なく、賃借人である被保護者の代理人的な立場にもないことに照らすと、被保

護者自身が主体的に解決を行い、その責任において解決が図られるべきものだ

とオンブズマンは考えます。明け渡されるはずの部屋に大量の私物が残され、

その処理のために物件所有者等が負担を強いられたとしても、それは当事者間

の問題であると言わざるを得ません。 

また、市の提出したケース記録などから確認する限り、市が当該受給者の荷

物の片付けや家賃の支払状況についてその把握に努めていなかったとは言えず、

指導の内容も不適切と認められる事情はないと判断できます。 

申立人が求める入退去ルールの明文化については、先に述べた保護の実施機

関の立場に照らすと、現在の保護実施において行われている手続を超えて、入

退去に際して被保護者でない賃借人との間で区別する別個のルールを設けるこ

とは困難であると考えます。 

他方で、市に対しては、申立人のような管理会社やその他の関係者が日々様々

な労苦や負担を引き受けておられるという実情の下で被保護者に住宅の提供が

なされているという状況があるということを今一度想起して、被保護者への適

切な指導と最善の状況把握に努めていただきたいと考えます。 

((88))  生生活活保保護護受受給給者者のの家家賃賃滞滞納納（区保健福祉部）  

我が社で管理している物件に住んでいた生活保護受給者が転居することになったが、

部屋の明渡しがされないまま当該受給者と連絡が取れなくなり、家賃も未納の状態が続

いている。また、部屋に大量の私物を残しており、物件所有者又は保証会社にて処分せ

ざるを得ない状態である。 

こうした状況について、市に相談したが、解決に結びつく対応はされなかった。 

市が転居の手続をとっているにもかかわらず、その不始末を物件所有者や我が社のよ

うな民間企業が被るのは到底納得できない。生活保護受給者の入退去ルールを明文化す

ることはできないのか。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

市は、工賃支払明細書や差額の支払いについては、申立人と事業所との間で

話すべきであり、事業所に対しては申立人に事情を説明するよう伝えた上で、

収入認定は早期に行う必要があることから、申立人に連絡し、収入認定を行っ

たとのことです。 

市によると、「生活保護法による保護の実施要領について」において、収入申

告は自主的に励行させることと定められていますが、必要に応じて関係先に調

査を行う等収入源について直接に把握することとも定められています。本件は、

事業所の工賃計算の誤りに端を発して調査が進み、市は事業所から正しい収入

を把握することができたものですから、市の収入認定の方法に問題があったと

まで認めることはできません。 

一方、工賃計算の誤りが発覚してから、市が事業所に対して申立人に事情を

説明するように伝えるまでに、２か月半が経過しています。この事務処理の遅

れは、本件事業所の対応の遅さに起因するものであると感じましたが、そうで

あったとしても、収入認定の手続では、ときには慎重な対応が求められること

がありますので、市には、申立人と十分な意思疎通を図り、今後も適切な対応、

丁寧な説明を心掛けるようお願いします。 

 

((99))  工工賃賃のの計計算算間間違違いいにに関関すするる収収入入認認定定のの手手続続（区保健福祉部）  

私は生活保護を受けている。ケースワーカーから、私が通所していた就労継続支援Ｂ

型事業所において、利用者に支払う工賃を調整して生活保護における収入の基礎控除額

を超えないようにし、超えた金額を積み立てて工賃が少ない月に割り当てていた、とい

う連絡があった。 

ケースワーカーによると、事業所が私の工賃を再計算したところ、基礎控除額より多

くなったことから、私の保護費から差し引くとのことであったが、事業所からは私に連

絡がきていない。 

保護費から工賃の増額分を引くことには同意したが、私が収入申告書を提出してから

にするべきである。事業所から工賃支払明細書も送られておらず、差額も支払われてい

ない状況で収入認定されるのは納得できない。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1122 月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、返還金の一括での支払は求めていないとのことで、ケース記録

にも申立人から分割についての申出があり、これを了承した旨記載されていま

す。双方の主張が異なるため、これについてオンブズマンは判断することがで

きませんが、担当ケースワーカーとして返還状況について確認し、支払につい

ての考えを求めることについては問題はないと考えます。 

次に、申立人がサインを求められたとする書類は、交通事故に係る補償金な

どの届出について、当事者である申立人及び子に対して連名で交付された指示

書であり、当事者である子にも受取りのサインを求めるのはやむを得ないと思

います。市は、子の同席は強制ではないと伝えたと述べており、これについて

も双方の主張が異なるため、やり取りの状況を再現する手段がないオンブズマ

ンには判断することができません。 

以上のように、事実関係が分からないものもありますが、担当ケースワーカ

ーは申立人に対して、生活保護制度の適正・公正な実施のために必要な指導を

行おうとしているものとオンブズマンは思います。 

ただし、ケース記録を見ると、申立人とのやり取りは、円滑なコミュニケー

ションと言うより、問いに次ぐ問い、懇々とした説明、そして申立人からの反

発といった様子が感じられました。市は申立人について、届出・申告を適切に

行っていない状況であると説明しており、そうした前提での対応がケース記録

にも随所に現れています。そしてそれが、申立人が「高圧的だ」と感じる一因

になったのではないかと考えます。 

知識や情報量に大きな差のある職員と市民の関わりにおいては、人としての

感情や行動原理をより一層踏まえて向き合う必要があると考えます。 

市には、様々な事情を抱える受給者と向き合う難しさを担当者が一人で抱え

込まないよう、組織として受給者に対する助言や指導、支援などの働きかけを

行っていくことをお願いします。 

((1100))  担担当当ケケーーススワワーーカカーーのの対対応応（区保健福祉部）  

 私は生活保護を受けている。現在の担当ケースワーカーに代わってから、以前の返還

金を急に一括で払うよう求められたり、友人の車に同乗していて交通事故に遭った件

で、書類にサインしないと保護を打ち切ると言われ、病気療養中の子も役所に来るよう

求められたりした。 

こうした担当ケースワーカーの脅迫めいた言い方や高圧的な言動により、精神的な苦

痛を受けていることから、担当者の変更を求める。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年３３月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、通院移送費については「移送の給付の手引き」に基づいて支給

を行っており、所定の手続による給付決定後、通院にかかった費用の領収書等

による所要金額の確認を行った後に給付しているとのことです。ただし、当該

手引きには記載されていないものの、給付決定後に事前給付を行い、通院後に

精算することを妨げないとされているということです。市は、本件において、

申立人から事前給付については１度相談があったが、当該手引きに基づく通常

の手続について説明したところ、申立人からも強く求められたものではなかっ

たことから、申立人に御理解いただけたと認識していたと述べています。 

確かに、当該手引きに基づき移送費を給付するには、一定の手続と時間が必

要であり、市の対応にはやむを得ない面もあったと考えます。また、通常１か

月程度かかる手続について、２週間という異例の速さで支給を実現させたこと

は、オンブズマンも評価するところです。 

しかし、自宅からタクシー以外の手段では容易に通えない距離の病院に、一

定期間集中して通院しなければならない事情があり、その必要性や治療計画は

明らかに医師の指示によるものであることを考慮した上で、もう少し本人の窮

状に則した対応の可能性を、遅滞なく真摯に検討されていれば、このような苦

情にはならなかったのではないかとオンブズマンは残念に思います。 

事実、オンブズマンの聞取り調査によると、上記の事前給付のほかに、最初

から福祉タクシーなどを申し込み、タクシー代は直接当該タクシー会社から市

に請求してもらう方法も考えられるとのことです。これらの方法が使えていれ

ば、一般的な移送費の給付よりも体力面及び金銭面ではるかに負担の少ない方

法で給付を受けることができたかもしれないとオンブズマンは思います。 

今後も、申立人と担当ケースワーカー及び担当課との連携をより一層図り、

市には、病気を抱えた申立人の切迫した状況に十分配慮した、可能な限りの対

応を検討していただくようお願いします。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

本件調査結果を保護課内に周知し、これを踏まえ、状況に応じて通院移送費

((1111))  通通院院移移送送費費のの支支給給方方法法（区保健福祉部）  

 私は生活保護を受けている。通院の際にタクシーを利用するよう主治医に言われてお

り、保護課からはタクシー代が支給されている。しかし、一時的にでもタクシー代を立

て替えなければならず、区役所にタクシー代を取りに行くのも負担である。 

 医師の治療計画に基づき、事前にタクシー代を支給していただきたい。 
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の事前給付や現物給付の可否を検討することについて、保護課内で情報共有を

図りました。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年８８月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、国民健康保険料の普通徴収は、年間保険料を 10 の納期で分割し

て徴収することとしており、保険料の過不足は、納期ごとの保険料ではなく年

間保険料を基に判断しているとのことです。つまり、最終納期の納入をもって

年間保険料が正しく納入されていればよいということになります。本件のよう

に年間保険料が変更となる場合は、納期ごとの保険料負担を平準化することを

目的として、残りの納期の保険料が均等となるように各期の保険料を決定する

ということです。 

オンブズマンとしては、こうした運用は、保険料の確実な納入につなげるた

めには合理的なものであり、問題があるとは思いません。 

また、通常の取扱いとは異なる期別保険料額への変更は行っていないとのこ

とであり、オンブズマンとしても、これは公平性の観点からやむを得ないと思

います。ただ、市は、特別な事情があった場合は個別に判断しているところで

あり、本件は市の誤りにより保険料が変更となったことは事実であるため、申

立人が希望されるのであれば、期別保険料額の変更に応じると述べています。 

したがって、申立人におかれましては、御希望があれば担当課に直接御相談

いただくのがよろしいかと思います。 

延滞金相当の返金については、市は、申立人が納付した第１期保険料は年間

保険料の一部であり、返金すべき金銭は存在しないと回答しています。 

オンブズマンは、年間保険料を 10 の納期で平準化して徴収する運用について

は合理的であると考えますので、期末までに支払われる年間保険料が再計算し

た年間保険料となるのであれば過剰徴収とはならず、延滞金相当の金銭も存在

しないと考えます。 

((1122))  国国民民健健康康保保険険料料のの過過剰剰徴徴収収（区保健福祉部）  

住民税の算定が誤っており、私の指摘により金額が補正された。その後、国民健康保

険料についてもこれに連動して補正されたが、既に第１期分が誤った金額で引き落とさ

れていた。これが最終的に精算されるのは翌年３月末とのことであったが、その期間過

払い状態が続くことになる。 

市の誤りにより過剰徴収が生じたのに、精算が遅いことによってその状態が続くこと

はおかしいのではないか。できるだけ早期に精算すべきであり、精算されるまでの過剰

徴収分については、延滞金相当の返金をすべきである。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1111 月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、後期高齢者医療保険料の年金からの天引き（特別徴収）につい

ては、まずは日本年金機構から一定の基準に該当する年金受給者の情報が札幌

市に通知され、その中から市が保険料を特別徴収する方を決定し、国民健康保

険団体連合会を通じて日本年金機構へ保険料額等を通知するという流れになっ

ているとのことです。 

また、保険料は前年の所得に応じて決定するが、前年の所得を確認できる６

月までは保険料が確定できないため、４月・６月・８月には暫定的に前年度２

月の保険料と同じ額を特別徴収し（仮徴収）、前年の所得を確認して年間保険料

を決定した後、残りの 10 月・12 月・２月の特別徴収額を決定する（本徴収）と

のことです。なお、４月・６月の特別徴収額が 10 月以降の徴収額よりも高額の

場合は、８月の徴収額を調整して平準化を行うということです。 

以上の流れは関係法令に規定されているものであり、仮徴収額は前年度２月

の徴収額と同額であるということは、市が毎年送付する保険料額の通知に記載

しているとのことで、オンブズマンもこれを確認しました。 

本件においては、当初申立人に送付された年金振込通知書に記載された金額

は仮徴収額であり、市が年間保険料を決定した後に日本年金機構に当該保険料

額等を通知したことを受け、新たな保険料額を記載した年金振込通知書が送付

されています。 

また、こうした流れで保険料を決定しているため、各期の保険料は一律には

ならないことになります。 

したがって、市の業務は法令に基づき適正に行われているものと判断します。 

しかしながら、各所に注意事項が記載されているとはいえ、保険料の決定の

流れは複雑であり、市からの通知と年金振込通知書の保険料額が異なっている

ことに疑問を持たれた申立人のお気持ちは、オンブズマンとしても容易に理解

できるところです。市には、今後も市民からの問合せがあった際には、わかり

やすく丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

((1133))  後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料のの誤誤りり（区保健福祉部）  

 日本年金機構から届いた年金振込通知書に記載された後期高齢者医療保険料が、前年

度と比べて高額になっていた。おかしいと思っていたところ、市から届いた後期高齢者

医療保険料特別徴収決定通知書には、それとは違う金額が記載されていた。 

 その後、日本年金機構からは、市からの通知書と同額が記載された年金振込通知書が

届いたものの、各期の保険料が一律ではなく、おかしいと思う。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年２２月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、保険料の本来の納期限が過ぎると滞納として取り扱われること

になり、分割での納付約束をしたとしても、本来の納期限が過ぎた保険料が滞

納状態であることは変わることはなく、納付約束をする際にもその旨説明して

いるということです。 

市の考え方は、法律に基づく徴収における公平な取扱い原則から当然に導か

れるものだとは思いますが、納付約束により滞納の取扱いが解消されたと誤解

したり、納付約束を守っているのになぜ再度の期限の付与が認められないのか

と疑問を抱いたりしても無理はないとオンブズマンは思います。そうした誤解

や疑問が生ずることがないよう、市には懇切丁寧な説明をお願いしたいと思い

ます。 

次に、市によると、納付約束が守られない場合の催告は、法に定められたも

のではなく、市が任意に行っているものということです。そして、当時は、新

型コロナウイルス感染症対策の実施による滞納整理業務等の縮小に伴い、催告

の実施を一時的に中止せざるを得なかったとのことです。そうした状況下で催

告を一時的に中止したことは不相当とは言えず、滞納扱いとなったことの連絡

の遅れについて、市に不備があったと認めることはできません。 

財産調査については、市は、国税徴収法において滞納保険料がある場合は財

産調査をするとされていることから、調査は適正であると述べています。財産

調査をされるということは大変ストレスを感じることだとは思いますが、既に

滞納が発生している以上、納付約束の当否を判断するために財産調査を行うこ

とは不相当とは言えないとオンブズマンは考えます。 

徴収事務は、市民の財産に関する権利義務に直接関わることから、一律で公

平な対応が要請されており、裁量の余地は乏しいところだと思います。だから

こそ、より一層丁寧な説明を行うことにより、国民健康保険制度や徴収事務へ

の信頼が増すものとオンブズマンは考えます。 

 

((1144))  国国民民健健康康保保険険料料のの催催告告のの遅遅れれ（区保健福祉部）  

 私は国民健康保険料の支払が困難となり、分割で支払いを続けていた。その後、就職

して社会保険に加入し、保険料が給与から天引きされるようになった。 

 しばらく経って、滞納分の保険料の催告書が届いたため市に確認したところ、保険料

は納付書で支払い続けなければならないことがわかった。すぐに教えてくれれば支払っ

たのに、なぜ長期間教えてくれなかったのか。また、市は金融機関に財産調査を行って

いたが、調査結果を消去してほしい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年１１月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市は、当該支援金の交付に関する事務は、市が事務局を設置し、民間事業者

に委託しており、本件交付決定の誤りは、事務局が申請書の他の助成を受けて

いる旨の記載を見落としたことが原因であると説明しています。市によると、

たまたま別の団体からも他の助成金と併用した申請があり、申立人の所属する

団体も他の助成金と併用しているとの申出があったために交付決定の誤りに気

付いたということで、システムとしてのチェックが働いたものではありません。

したがって、市としては、委託先である事務局を適切に指導監督するための工

夫をすべきであると思います。 

なお、本件については、市は対応に不備があったことを認め、申立人に謝罪

するとともに、交付決定した額と同額を交付することとし、既に申立人の所属

する団体に支払済みということです。 

市は、今後は申請時の書類確認を事務局及び担当課の両者で行うことを徹底

するなど、チェック体制を見直し、適切な処理に努めていると述べています。

新型コロナウイルス感染症に関連するものでも様々な支援・給付が行われてお

り、財源や関係機関、受給条件などが錯綜する一方、担当課の業務負担も大き

いと思われますが、せっかくの支援・給付が適切に行われるように、市には引

き続き努力していただきたいと思います。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

申請書類のチェック体制を見直し、事務局内で複数人での確認を行うことに

加え、担当課でも確認を徹底しています。 

また、事務局及び担当課での対応事例や疑問点を整理した資料を共有すると

ともに、適宜意見交換の場を設けることとし、両者で認識の相違が起きないよ

う努めています。 

２２  教教育育・・文文化化・・観観光光・・経経済済分分野野  

((11))  文文化化芸芸術術活活動動再再開開支支援援金金のの支支給給撤撤回回（市民文化局文化部）  

 私の所属する団体では、コンサート開催に当たり文化芸術活動再開支援金を申請し、

交付決定を受けた。当該支援金とは別の助成も受けることになっていたため、申請書類

にその旨記載した上で申請を行ったところ、支援金の交付決定通知書が届いた。 

 そのため、当該支援金が交付される前提でコンサートを開催したが、コンサート終了

後に、市から、他の助成金との併用はできないため、支援金は交付できないとの連絡が

あった。申請書の確認ミスとのことで謝罪があったが、きちんと文書で説明するほか、

できれば今からでも支援金を交付してほしい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年４４月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、申請受付に期限を設けているのは、場合によっては支給要件を

満たしているかの確認のために聞取りを行うこともあるが、時間の経過により

証拠としての確実さが失われていくことなどを考慮してのことであるとのこと

です。 

この点については、オンブズマンとしても、行政事務は全般において手続の

明確さが求められることや、提出資料等の証拠散逸防止の観点からも、申請期

間に終期を設けることは必要なことであると判断します。また、３週間という

申請期間は十分なものであり、次の対策協力支援金との混同を回避する必要性

からも、相当な期間設定であったと考えます。 

次に、周知方法としては、市の公式ホームページへの記載のほか、補足的な

手法として対象店舗に対するポスティングも行っていたとのことです。 

オンブズマンとしては、周知方法として、市がホームページへの掲載を基本

としていることについては、情報提供の公平さや簡便さの観点から相当である

と考えます。また、対象店舗へのポスティングには一定程度コストを伴うこと

からすると、市が補足的な手法として位置付けていることについても妥当であ

ると考えます。したがって、市の事業の周知方法に何らかの不備があったとは

認められません。 

また、市によると、申請期間を過ぎたケースについて、市との調整中に期限

を過ぎたが申請する意思があったことを確認できた場合や、病気罹患により外

出困難であった場合など、期限後の受付を認めたケースはあるとのことです。 

業務が多忙であったという申立人の事情については、他の事業者についても

多かれ少なかれ当てはまると思われ、この申請を受け付けてしまうと、既に申

請期限後であるとして受け付けなかった他の案件との間の取扱いに不均衡が生

じてしまうため、市が本件申請を認めなかったことは、やむを得なかったと考

えます。 

((22))  営営業業時時間間短短縮縮等等のの要要請請にに対対すするる対対策策協協力力支支援援金金のの申申請請期期限限（経済観光局観光・ＭＩＣＥ推進部)   

私は飲食店を経営しているが、第五次対策協力支援金について、業務が多忙を極めて

いたこと、市からの申請案内が来なかったことから、申請を失念してしまい、申請期間

経過後に連絡したが、期限が過ぎているものは受け付けられないと言われ、どんなに状

況を説明しても取り合ってもらえなかった。 

申請期間をわずかに遅れただけで支援金をもらえないどころか、申請すらさせてもら

えないことに納得がいかない。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年６６月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、防犯カメラによる録画等は個人情報取扱事務に該当するが、申

立人からの求めに応じて、学校とＮＰＯ法人との契約書を確認したところ、当

該事務を委託する際に必要な条文が記載されていないなどの不適切な状態であ

ったことが判明したとのことです。また、本件小学校以外の本件システムを導

入している小学校についても、全て同様の状態であったため、市は、全小学校

に対し、当該ＮＰＯ法人の防犯カメラによる撮影・録画を中止するよう周知し

たということです。 

申立人が防犯カメラによる録画に疑問をもって異議を述べたことがきっかけ

で契約の不備が判明したわけですが、個人情報保護のために確認すべき重要な

事項に不備があったことに、オンブズマンは驚きました。 

市によると、本件システムの導入については、ＮＰＯ法人からの打診に対し

て市が小学校校長会を紹介した経緯があり、学校とＰＴＡの判断によるものと

のことです。こうした学校の裁量で行われる事務に対して市が大きすぎる指導

力を発揮することには注意が必要であるとは思いますが、このような不備が何

年も見過ごされてきたことを考えますと、市には、適宜学校に状況報告を求め

ることなどによって、子どもや保護者の安全と納得を得られる、より良い学校

経営への手助けをしていただくことをお願いしたいと思います。 

また、市は、契約上の不備が改善されるまでは防犯カメラによる撮影・録画

を中止すると説明していますが、不備が改善された後も、学校は十分に保護者

の意見や希望も汲み取った上で、今後の運用を検討していただきたいと思いま

す。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和３３年年 1100 月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

映像等のデータ管理の面で当該ＮＰＯ法人への依存度が高く、契約上の不備

を解消したとしても、運用基準に照らし、データの管理方法が適切とは言えな

いことから、引き続き撮影・録画は行っておりません。 

((33))  小小学学校校のの防防犯犯カカメメララ（教育委員会生涯学習部）  

私の子が通う小学校では、ＩＣタグによる登下校時間の記録や防犯カメラによる録画

等を導入している。私の子も、入学当初はＩＣタグを持っていたが、このシステムが運

営するＮＰＯ法人と保護者の直接の契約であることを知り、契約を解除してＩＣタグを

返還した。 

しかしその後も、ＩＣタグに関係なく子の姿は防犯カメラには記録されてしまい、私

や子が同意していないにもかかわらず、映像は当該ＮＰＯ法人が見られる状態である。

これは個人情報の保護の観点から問題であると考え、学校に説明を求めたが、きちんと

した説明が受けられなかった。このような対応に納得がいかない。 
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これらの課題をクリアして撮影・録画を再開する場合には、適切に個人情報

が取り扱われているかを適宜確認するため、今後新たに本件システムを導入す

る学校の情報を把握できるよう運用方法を改善します。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年８８月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、当該歩行者専用道路は、狸小路商店街振興組合が道路管理者で

ある市から、道路法に規定する「道路協力団体」として指定され、管理を担っ

ているとのことです。当該コンテナは、振興組合が市の道路占用許可を得て設

置しており、市は、歩行者専用道路として通行に支障のない有効幅員が確保さ

れていることを確認していると述べています。また、ごみ収集車や配送トラッ

クについては、道路交通法に基づく警察署長の許可を受けて通行しているとの

ことでした。 

なお、市によると、当該コンテナの設置に当たっては、振興組合が警察から

道路交通法に基づく道路使用許可も得ていることから、同法違反には当たらな

いと考えるが、最終的な判断は警察が行うものであるということです。 

したがって、当該コンテナの設置は適正な手続で行われており、問題はない

と考えます。オンブズマンが現地を確認したところ、確かにコンテナは道幅を

取っていますが、市の回答にあるように一定の幅員が確保されており、通行に

大きな支障はないと思いました。 

オンブズマンは、コンテナ設置の手続に関し、振興組合から市に提出された

書類を確認しましたが、振興組合が責任をもって管理を行っていることがうか

がえました。地域振興のために商店街が工夫して行っている取組が、市民の安

全に配慮しながら、一層の有効性をもって市民に受け入れられるようにオンブ

ズマンは願います。 

３３  土土木木・・建建築築分分野野  

((11))  狸狸小小路路ののココンンテテナナ（建設局総務部）  

狸小路商店街の歩行者専用道路で店舗を営業しているコンテナがある。朝、ごみ収集

車や配送トラックが進入してくると、道路幅が狭くなり、自転車を押して歩く私や他の

歩行者の通行が妨げられて危険である。 

歩行者専用道路に歩行者の通行を妨げるコンテナがあるのはおかしい。道路交通法違

反である。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年７７月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、当該工事については、開発業者から予備審査申請があり、市は、

当該工事は都市計画法に基づく開発行為に該当するが、面積が 1,000 ㎡未満で

あることから、開発行為の許可を要しないものと判断したとのことです。オン

ブズマンとしては、市は法令に則り許可の要否を判断しており、不備はないと

考えます。 

 当初から大規模な宅地造成計画があるのであれば、開発行為の許可の基準を

満たすように市から働きかけてほしいという申立人の気持ちは理解できます。

一方で、業者としては、営業行為として販売状況を見ながら開発を進めるとい

う計画を持つこともあると考えられます。開発許可制度による規制が過剰に経

済活動へ制限を加えることにならないよう、具体的な計画が出されていないも

のに対し、市が計画変更や申請を促すなどの干渉をすることができないのはや

むを得ないのではないかと考えます。 

 なお、一体の土地を規制がかからないように分割して造成する行為について

は、先行の開発行為の完了と次の開発行為の開始が１年以上経過しない場合は、

一体の開発区域とみなされて許可を要することとなる可能性があるとのことで

す。市は、当該開発業者にもその旨説明しているということで、今後の申請に

ついても法令に沿って審査が行われていくものと思われます。 

 ただ、本件苦情申立ては、十分な説明がないことで開発業者への不信感が募

ったことがきっかけになったと思われます。両者どちらにも主張があり、市が

こうしたトラブルに関与することは難しいかと思いますが、本件のような周辺

住民の住環境に関わることについて予備審査の申請等があった時には、法令に

適合していたとしても、申請者に対し、近隣住民へ十分な説明をして互いに理

解を深められるように注意喚起することは必要なのではないかとオンブズマン

は考えます。 

((22))  宅宅地地造造成成工工事事にに対対すするる対対応応（都市局市街地整備部）  

自宅付近で、私たち住民に具体的な計画が示されないまま突然宅地造成工事が始まっ

たため、市に確認したところ、当該地区は宅地造成に対する許可の対象ではないとの返

答があった。 

開発業者に説明を求めたところ、今年の造成は 1,000 ㎡未満であるとのことだが、今

後５年以内に更なる宅地造成を予定しているとのことであった。しかし、市からは必要

な許可を得ているから問題ないとのことで、十分な説明をしてくれなかった。 

開発業者は、市の規制を逃れるためにあえて小出しに造成工事を行っているのではな

いか。市は、このようないい加減な開発をする業者に何らかの対応ができないのか。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1111 月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、排雪作業の効率化のために、周辺の雪を集め、まとめて積み込

み運搬を行っていることから、一時的に申立人が述べるような状況が起きるこ

とがあるが、セーフティコーンの設置などの安全対策を行っているとのことで

す。さらに、交通誘導員を配置し、緊急車両の通行や作業区域の家の出入りな

どに支障がないよう配慮していると説明しています。 

また、市は、パートナーシップ排雪は路線単位で排雪を行うことから、地域

の交通環境の向上に寄与するものであり、道路上の圧雪も削って排雪を行うた

め、春先の雪解けが早くなるといった効果もあると説明しています。 

オンブズマンは、パートナーシップ排雪の作業は安全に配慮して行われてお

り、実施方法に問題はないと考えます。また、地域全体の交通環境の向上に寄

与するという点においてパートナーシップ排雪の意義は大きく、個人排雪を行

っている個人にも十分にメリットがあるものであると思います。 

パートナーシップ排雪は、地域の費用負担やメリット等を総合的に考え、町

内会などの地域単位で申し込むものです。申立人におかれましては、御自身の

地域にとってどのような除排雪が適切か、町内会等で話し合われてはどうかと

思います。 

なお、申立人はパートナーシップ排雪制度を無駄な制度であるとお考えのよ

うですが、オンブズマンは、市の雪対策は避けられない問題であり、冬の市民

生活のためには、パートナーシップ排雪制度に限らず、市としての除排雪に関

する制度や取組は必要であると考えます。 

((33))  パパーートトナナーーシシッッププ排排雪雪のの実実施施（区土木部）  

 私の住んでいる町内会は、パートナーシップ排雪を利用している。 

 しかし、作業中はぐちゃぐちゃに雪が積まれて緊急車両が通れないなど危険であり、

私は自宅周辺の除雪に民間業者を利用していることもあり、パートナーシップ排雪をや

めてほしいと思っている。 

 パートナーシップ排雪は、役所の天下り確保や市と癒着した業者のための無駄な制度

ではないか。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年２２月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、除雪作業には、その日に積もった分を目安に積雪を路肩へかき

分ける新雪除雪と、路面状況の変化により交通障害が発生する恐れがある場合

などに圧雪部などを切削し、凸凹部分を平坦にする路面整正があるとのことで

す。新雪除雪では各宅地の間口の除雪は行わないが、路面整正で発生する雪塊

は人力での除雪が困難であることから、各宅地の間口には可能な限り雪を置か

ないようにしているということです。 

また、除雪作業については、市から業務委託している各除雪センターのセン

ター長又は副センター長が、マニュアルに定められた出動基準に基づき、要否

を判断しているとのことです。市によると、申立ての原因となった除雪のあっ

た日は、新雪除雪の出動基準に該当するが、未明の降雪であり通勤時間帯まで

の作業完了が困難であったため、その日の夜から翌朝にかけて作業を行ったと

のことです。なお、当該除雪は新雪除雪であるにもかかわらず、除雪センター

職員が誤って路面整正を行っていたと誤解を与える説明をしていたとのことで

あり、市はこの点について謝罪しています。 

降雪から一日経って圧雪となった雪を新雪除雪で削ることになり、結果的に

かき分けられた雪塊が各宅地前に堆積されたものと思われ、この時点だけを捉

えれば、不要な路面整正により余計な除雪負担を強いたとの申立人の主張はオ

ンブズマンには十分に理解できるところです。 

しかし、記録的な降雪が続く中、除雪作業を可能な限り早いタイミングで実

施することは市民生活を守る上で必要なことであり、次の降雪がいつ始まるか

わからない状況では、やや遅れたとしても新雪除雪を行ったこと自体は適切な

判断であったとオンブズマンは思います。 

その一方、本件のように降雪から時間が経過した後に行う新雪除雪において

は、人力では処理の困難な雪塊が残ることになり、新雪除雪だからという理由

だけで、この状態を放置することはできないのではないかとオンブズマンは考

えます。市には、今後、この問題に対する対応を工夫・検討していただきたい

と思います。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

新雪除雪で堆積する雪については、引き続き市民の皆様に間口処理をお願い

((44))  不不要要なな除除雪雪作作業業（区土木部）  

 自宅付近の生活道路について、住民がきれいに除雪した後に市の除雪が入り、路面が

出るほど雪を削って固い雪の塊を大量に残していった。 

 必要な時には入らず、必要のないときに不要な路面整正をして、住民に余計な除雪負

担を強いることはやめていただきたい。 



― 40 ―

させていただくことになりますが、間口の雪が人力で処理ができない状態にな

らないよう努めます。 

また、試行段階ではありますが、市民の間口処理の負担軽減や除雪業者の負

担軽減などを目標とした生活道路の新たな除雪方法についても、引き続き検討

していきます。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

札幌市自治基本条例は、日本国憲法第 92 条に定める地方自治の本旨である住

民自治の理念を具体化したものであると理解されます。そして同条例第 21 条に

は、市は、実施時期や方法等が適切であるよう配慮して、市政への市民参加を保

障するものとすることが定められています。 

市民参加の方法には様々な選択肢があり、市には具体的事業との兼合い等を考

慮し、最も適切な市民参加の方法を決定することが求められておりますが、その

内容については市に裁量権があるものと考えます。 

よって本件については、市の判断が合理性を持つものとして許容されるかなど、

市の裁量に逸脱や濫用がなかったかについて検討を行うべきであると考えます。 

市によると、受入地が位置する地域の住民の発言のしやすさや新型コロナウイ

ルス感染症対策のために密集密接を避ける必要があることを考慮し、受入地の町

内会の住民に限定して住民説明会を実施したとのことです。また、その周辺地域

を含む一般の住民に対しては、オープンハウスを３度開催し、パネル展示や映像

を視聴できるエリアを設け、市職員等が多数常駐して参加者への個別対応も行う

などした上で、参加者からの意見については次回以降のオープンハウス会場や市

のホームページに掲載したとのことです。 

仮に本件オープンハウスに申立人が期待する住民説明会の代替機能まではな

いのだとしても、こうした開催方法は対話の場の確保に配慮していると認められ

ることから、市民参加の方法としてオープンハウスを選択したことが不合理とは

言えず、札幌市自治基本条例第 21 条に違反し、住民自治をないがしろにするも

のであるとは認められないと考えます。 

他方、市に対しては、これまでのオープンハウスで寄せられた意見には、住民

説明会の開催を要望するものが相当数見られ、これは対話の場が不十分であると

考える市民が相当数に上ることを表していると思われることから、市が意見交換

の方法等についてさらに検討し、対話の場の保障を継続されるよう望みます。

４４  環環境境分分野野  

((11))  汚汚染染土土のの処処分分地地にに関関すするる住住民民説説明明会会のの開開催催（まちづくり政策局新幹線推進室）  

北海道新幹線札樽トンネル工事の掘削に伴って発生する汚染土の処分について、汚染

土の受入候補地の町内会だけでなく、その周辺地域の住民を対象にした住民説明会を開

催してほしい。 

市は、受入候補地の町内会の住民以外にはオープンハウスを開催しているというが、

これは住民説明会の代替にはならない。 

粉じんによる健康被害や土壌汚染は、周辺地域の住民にとっても死活問題であるにも

かかわらず、住民説明会を開催しないのは、札幌市自治基本条例第 21条第１項及び同条

第３項第３号に違反している。また、日本国憲法第 92条に定める「地方自治の本旨」で

ある「住民自治」をないがしろにする暴挙である。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年２２月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、当該清掃工場でごみを投入する扉には、ごみ投入後に手動で開閉

するゲート式の扉（自己搬入扉）と、車両を検知すると自動で開閉する折り畳み

式の扉（その他のごみ投入扉）があるとのことです。市は、ごみの自己搬入につ

いては自己搬入扉を使用するのが原則だとした上で、ダンプと同時に荷台の後部

が自動で開閉するタイプの車両については、荷台の開閉などで人が車両後方で作

業する必要がなく、人がごみピットに転落するおそれがないことから、自己搬入

であってもその他のごみ投入扉の使用を認めていると説明しています。一方、人

が車両後方で作業する必要がある場合は自己搬入扉を使用することになるが、ダ

ンプしたごみの勢いで扉が破損するおそれがあることなどから、ダンプ式の車両

であっても手降ろしでの投入を求めているとのことです。 

市によると、申立人の車両は後部で作業が必要なタイプだが、申立人が搬入指

導員の指示に従わず、その他のごみ投入扉でダンプしてごみを投入することもあ

ったとのことです。オンブズマンは、申立人に対し自己搬入扉でのダンプ機能の

使用を禁止することは安全対策としてやむを得ないと思います。しかし、申立人

がそれまでその他のごみ投入扉でダンプしてごみを投入していたとすると、搬入

指導員が転落の危険性を見過ごしてきたと言わざるを得ません。 

申立人は、自分の車両がダンプ機能の使用を禁止されている理由を理解してい

ませんでした。オンブズマンの調査に対しても、市はすぐに明確な理由を示すこ

とができませんでした。オンブズマンに対しては最終的に上記の説明がありまし

たが、申立人がごみを搬入してきた際にきちんと説明できないままにいたことが、

今回の苦情につながったものとオンブズマンは考えます。 

本件苦情申立てを受けて改めて検討した結果、市は、自己搬入扉でのダンプ機

能の使用を認め、ホームページで周知することにしたということです。市には、

しっかりとした根拠に基づく明確な方針をマニュアルに盛り込むなどして搬入

指導員の職務を支え、市民に対しては一貫した説明と対応ができるようにしてい

ただきたいと思います。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 自己搬入に係る対応を明確にし、搬入指導員との連携を確保するため、マニュ

((22))  ごごみみのの自自己己搬搬入入ににおおけけるるダダンンププ機機能能のの使使用用（環境局環境事業部）  

 私は、業務上発生するごみをダンプ式の軽トラックで清掃工場に自己搬入している。

ごみの投入には荷台を傾けて積載物を降ろすダンプ機能を使用していたが、ある日突然

ダンプ機能の使用を禁止され、手でごみを投入するように言われた。 

同じ清掃工場には、以前からダンプ機能を使用している者も見かけるのに、なぜ私は

認められないのか。根拠や理由を明らかにしてほしい。 
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アルの策定に向けて検討を行っています。 

また、自己搬入扉でのダンプ機能の使用を認めることによる扉への影響を考慮

し、ごみが大量にある場合はごみが一気に落ちないよう複数回に分けて投入して

もらうこととし、故障を未然に防いでいます。さらに、始業前・終業後の自己搬

入扉の点検により、故障の早期発見に努めています。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年７７月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、カラスは繁殖期になると卵やヒナを守ろうとして人間を威嚇する

習性があるとのことです。また、カラスから攻撃・威嚇を受けたとの苦情がある

場合には、その場所を迂回するか、どうしても通行しなければならないときは傘

をさす、帽子をかぶる、腕をまっすぐ挙げてゆっくり歩くなどの対策を助言して

おり、広報さっぽろや公式ホームページで周知を図っているとのことです。 

申立人はカラスの駆除を求めていますが、市は、飛んでいるカラスを捕獲する

ことは技術的に困難であるとの見解を述べています。 

オンブズマンは、申立人が怪我をされたことは大変お気の毒なことと思います

し、そのカラスを駆除してほしいと思うお気持ちも十分理解できます。しかし、

市の回答のとおりカラスの捕獲は困難である上に、鳥獣保護管理法により捕獲の

許可条件も厳しく規定されていることから、基本的には人間側に各自の身を守る

対策が求められるのはやむを得ないことであるとオンブズマンは考えます。 

市としては、繁殖期の注意事項や対応策について周知を行っており、また、今

後の対応としても、カラスを含めた野生鳥獣との共生に関する市民啓発について

は関係部局の協力を得ながら様々な機会を捉えて周知を図っていくということ

ですので、オンブズマンは、申立人の求めるカラス駆除をしないことが直ちに市

の怠慢行為と言うことはできないと考えます。 

なお、申立人は、市の怠慢行為が憲法違反であると主張されていますが、市は

鳥獣保護管理法に沿った対応をしており、市の対応が憲法違反かどうかについて

は同法の違憲性を判断しなければならないと考えます。しかしながら、これにつ

いては、オンブズマンの所轄事項（札幌市オンブズマン条例第３条）である市の

機関の業務の執行に関する事項を超えるため、判断することはできません。 

((33))  カカララスス駆駆除除のの対対応応（環境局環境都市推進部）  

大通公園を歩行中、カラスに襲われないように、市が言うとおりに傘をさしていたに

もかかわらず、カラスに襲われ、怪我をした。 

 市にカラス駆除を求めたが、応じてくれない。このような市の怠慢行為は、国民の生

命・自由を奪う行為で、日本国憲法第 31条違反である。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、申立人の自宅前の道路については、用地買収が長引いており、ま

だ工事は開始されていないが、用地買収に伴う沿道家屋の建替工事等のための民

間車両の出入りが増加している可能性はあるとのことです。市は、工事に着手す

るまでの暫定的な対策として、道路の舗装補修に加え、徐行を促す看板を設置し

たとのことであり、工事に着手した後については、市の工事の関係車両に対し、

静かな走行を徹底するよう、強く注意喚起していくと述べています。 
次に、映像記録の検証について、市は、正確な検証は難しいためあくまでも参

考としての検証結果であると説明したが、問題をすり替えているとの誤解を与え

たことについては謝罪しているとのことです。 
この映像記録の検証については、長時間にわたる映像記録から車両数を計測す

るなどの市の作業は大変であったと思われ、このことは市が申立人の要望を真摯

に受け止めて可能な限りの対応をしたことを示しているのではないかとオンブ

ズマンは思います。 
調査に当たり、オンブズマンは現地を確認しましたが、道路の形状から、道路

拡張工事の有無にかかわらず、車両騒音及び振動が発生し、ストレスを受けやす

い環境であるとの強い印象を受けました。 
一方、道路拡張事業の完了後は、道路幅が広がり、舗装構成も改善されること

などから、振動・騒音の状況が現在よりはるかに改善されると予想されますが、

用地買収が長引いているとのことで、完了までにはまだかなりの時間を要するも

のと思われます。 
市が、今後も申立人の疑問や要望に真摯に向き合い、申立人の理解を得ながら

一日も早く工事を完了することを期待します。また、申立人の精神的・身体的ス

トレスが少しでも軽減され、体調が回復に向かわれることを願っています。 
 

 

((44))  道道路路拡拡張張工工事事にに伴伴うう車車両両騒騒音音及及びび振振動動被被害害（建設局土木部）  

自宅前の道路で拡張工事が始まったが、工事が進行するにつれて騒音及び振動が増大

し、精神的ストレスに加え、身体的影響を感じ始めたことから、通行車両の映像を記録

し、市に検証を依頼した。 

これに対する市の回答は、映像記録の交通量は過去の調査と比較してもほぼ変わらな

い、というものであったが、季節の違いなどを考慮しておらず、意図的に問題をすり替

えており、納得できなかった。 

車両騒音及び振動について、何らかの具体的な対策を検討してほしい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年８８月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、地震により被災した家屋のり災証明書に係る調査は、一次調査

と二次調査の２段階で行うもので、二次調査は申請があった場合に行うとのこ

とです。また、申請期間については、内閣府作成の手引きにおいて、災害と被

害の関係が立証できるか、り災証明書交付の目的となる支援措置の申請期間内

であるかなどを踏まえて判断するよう示されているとのことです。 

市は、地震発生から時間が経過することにより、家屋被害が当該地震に起因

するものか、経年劣化等の別の要因によるものなのかの判断が困難となること

から、地震発生から１年をもって、り災証明書の申請受付を終了したと説明し

ています。受付終了に当たっては、様々な方法で市民に周知し、これにより申

請件数が増加したことから、期限後もしばらくは、申請が遅れた理由が確認で

きた場合に限り申請を受け付けていたということです。 

オンブズマンとしては、こうした理由から申請に期限を設けることは合理的

であり、期限後の申請に対しても市は柔軟に対応していたと思います。 

二次調査の申請をされなかったことを悔やまれる申立人のお気持ちは察する

ところですが、オンブズマンとしては、二次調査をお受けすることができない

という市の対応はやむを得ないものと考えます。

５５  税税・・財財産産分分野野  

((11))  りり災災証証明明書書のの二二次次調調査査（財政局市税事務所）  

平成 30 年の北海道胆振東部地震の際、自宅が被害に遭ったため、り災証明書を申請

したところ、一次調査で「一部損壊」と判定された。高齢である私には職員の説明がよ

く理解できなかったため、二次調査の申請はしなかった。 

しかし、今回自宅が傾いてきたため解体を検討し、業者に見てもらったところ「これ

は一部損壊ではない」と言われた。そこで、市に二次調査を求めたが、期間が終了して

いるとのことで調査してもらえず、納得がいかない。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、申立人に対し、特例猶予を受けていた市税についての猶予期間

終了の案内を２度送付し、未納が続くと財産が差し押さえられる可能性がある

こと、猶予期間内に納付できない場合には相談いただきたいことを記載したお

知らせ文を同封していたとのことです。また、猶予の期限を過ぎても納付がな

かったため督促状を送付したところ、申立人から連絡があり、市は納付計画を

示すよう依頼したが、その後差押予告書を送付するまで申立人から連絡はなか

ったとのことです。 

こうした経緯を踏まえますと、市が差押予告書の送付を行い、滞納整理に取

り掛かろうとすることはやむを得ないことであると考えます。 

ただ、差押予告書送付後に申立人から電話があった際の対応について、市は、

既存の猶予制度の説明が不十分であり、また、経営状況などを詳しく聞き取り

分割納付の提案ができないか検討するなど、もっと申立人に寄り添った対応を

心掛けるべきであったと述べています。 

オンブズマンとしても、既存の猶予制度の説明は不可欠であり、十分な説明

の上で詳しく状況を聞いて相談に乗ることができていたら、申立人は差押予告

が高圧的であるという思いを抱くこともなかったのではないかと推察します。 

市には、申立人のように、納税に対して真摯な気持ちを持って日々過ごされ

ている方に寄り添った対応をしていただきたいと思います。

((22))  飲飲食食店店へへのの時時短短要要請請期期間間ににおおけけるる市市民民税税滞滞納納のの差差押押ええ予予告告（財政局市税事務所）   

我が社は飲食店を経営しているが、市民税の滞納による差押通知書が届いた。現在北

海道及び札幌市から飲食店への時短営業の協力要請が出ている状況であるにもかかわ

らず、差押えを通知するのはあまりにも理不尽で高圧的であり、法的に問題がないとし

ても倫理的・道徳的に問題がある。 

飲食店は瀕死の状況であり、何とか時短要請に協力しながら努力しているのだから、

時短要請解除まで納入の猶予を要望する。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年９９月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、令和２年 11 月からは、それまで各市税事務所で行っていた市税

に関する収入金の整理などの事務の一部を北部市税事務所に集約し、納付書の

再発行も北部市税事務所で行っていますが、滞納がある場合には管轄市税事務

所へ対応を引き継ぐという取扱いとしていたとのことです。 

しかし、本件については、通常行うべき納付書の内容の口頭確認を行わず、

税システム上の滞納情報を見落として管轄市税事務所への引継ぎを行わなかっ

たとのことです。さらに、「コンビニで納付できなかった。」という申立人の話

から、滞納があることに気付くことも可能であったと述べています。 

北部市税事務所では、「未納分を納付すれば差押えしない。」との約束はして

いないとのことであり、双方の主張が異なり事実を確認することができないた

め、この点についてはオンブズマンが判断することはできません。その上で、

申立人が北部市税事務所へ連絡を取った事実を把握しない中で、管轄市税事務

所が差押えを行う手続を進めたことはやむを得なかったと考えます。 

次に、市も述べているように、北部市税事務所から管轄市税事務所に適切に

引継ぎがされていれば、申立人が管轄市税事務所に納付相談を行うなどして、

差押えを回避できた可能性は否定できません。市には、納付書の再発行などの

業務が市民の納税行為につながる重大なものであるということについて再度認

識し、再発行を依頼された納付書の内容については慎重に確認をしていただき

たいと思います。また、今回のような取扱いの手続の見落としを未然に防ぎ、

北部市税事務所と各市税事務所が適切に連携できるよう、今後の業務の改善に

向けた努力をお願いします。 

((33))  市市税税のの納納付付書書のの再再発発行行（財政局市税事務所）  

固定資産税の未納に係る差押通知が届いたが、納付書が同封されていなかったため、

手元にあった納付書を利用してコンビニエンスストアで払おうとしたところ、使用期限

が切れており、納付できなかった。 

このため、納付書に記載された連絡先である北部市税事務所に連絡し、手元にある納

付書が使用できない旨伝えた上で、差押通知について相談したところ、納付書を再発行

して送付してもらうことになり、差押えについては未納分を納付すれば問題ないとの説

明を受けた。 

しかしその後、差押通知が届き、差押えが執行された。このため、差押通知に記載さ

れた連絡先である管轄市税事務所に連絡したところ、再発行された納付書が前年分の未

納のものではなく、今後納期が来る今年分の納付書であることが判明した。このような

理不尽な形での差押えは、一人の人間の人生が狂う可能性があるミスであることを理解

し、謝罪と対応を検討してほしい。 
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市の業務においては、様々な場面で人生に関わるようなことが起きる可能性

があるので、市には注意深く検証を重ねながら業務に当たっていただき、市民

と市が信頼関係を持って向き合っていけることをオンブズマンは期待します。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和３３年年 1100 月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

納税義務者から納付書の再発行依頼があった場合は必ずシステムで滞納の有

無を確認するなどの取扱いを明文化し、各市税事務所等への周知を行いました。  

今後も再発防止に向け、転入者向けの研修等の機会を通じ、定期的な職員周

知を行っていきます。  
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年７７月月））【【不不備備ななしし】】  

市は、民間事業者の運営に影響を及ぼすことは本意ではないが、地方公務員

法に基づき、採用者の決定においては平等に能力実証を行う必要があると考え

ており、出身企業の重複を防ぐ等の配慮は、法律上禁止されているとの見解を

述べています。 

オンブズマンとしても、本件が法と制度の下で正しい任用であったことは間

違いないと思います。 

しかし、申立人もそのことを十分承知した上で、官と民の間の歴然とした力

の差が不幸な結果を招く場合があることに目を向け、配慮を求めたいというこ

とで、本件申立てが行われたとオンブズマンは理解しました。本件申立てを受

け、同種の事業を行う地方公共団体などの公共セクターと民間との間で、公正

な競争が確保されず、民間の事業者が不利な競争を強いられる「民業圧迫」と

いう言葉が浮かびました。捉え方に幅のある言葉ですし、民業圧迫ということ

自体で直ちに法律違反になるということでもありません。 

その一方で、この間の行政改革により民営化移行が進んできた過程では、民

業圧迫を招かないような様々な措置や手当が行われてきたものと理解していま

す。 

任用制度の検討において、担当部局が日常接する諸問題を踏まえて人事委員

会を中心に札幌市全体で検討しているところと理解しますので、本件で提起さ

れた問題も慎重に考慮して、不断の検討を行っていただきたいと思います。 

６６  そそのの他他のの分分野野  

((11))  現現業業職職員員のの採採用用方方法法（総務局職員部）  

私たちは、民間事業者で構成されている業界団体の一部会である。 

昨年度、当部会に所属する一企業において、４名もの社員が札幌市の現業職の採用試

験を受け、採用された。そのため、当該企業は、仕事の中心的存在であった社員が急遽

不在となったことにより、業務に大変な支障が生じた。 

職業選択の自由は尊重されるべきものであり、市職員として広く優秀な人材を募るこ

とは当然であると理解はしているが、一企業の事業継続に支障が出るような事態となら

ないよう、採用方法の見直し等、特段の配慮をお願いしたい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1122 月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の

登録が必要で、区役所に設置した専用端末での登録、スマートフォン又はパソ

コンでの登録、セブン銀行ＡＴＭでの登録、医療機関及び薬局の窓口での登録

の方法があるということです。市は、カードと暗証番号があれば手続でき、最

も設置場所が多いセブン銀行ＡＴＭでの手続が利便性が高いと考えられる旨を

コールセンターへ情報提供し、コールセンターではそれを踏まえ、①スマート

フォン又はパソコン、②セブン銀行ＡＴＭ、③区役所の専用端末の順で案内す

ることとしていると述べています。医療機関等の窓口での登録は、待ち時間の

発生を防ぐために受診前に登録を終えることが厚生労働省から推奨されている

ことから、最後に案内しているということです。 

市は、申立人にセブン銀行ＡＴＭでの手続について理解いただけたと思い、

区役所等での手続を案内しなかったと説明していますが、申立人が区役所等で

手続ができることを把握できていたら、本件苦情申立てには至らなかったかも

しれないとオンブズマンは思います。 

本件苦情申立てを受け、市は、案内マニュアルを修正し、上記の登録方法を

優先順位を付けずに案内することにしたということですので、この対応は評価

したいと思います。 

ただ、市がセブン銀行ＡＴＭでの登録が利便性が高いと述べている点につい

ては、オンブズマンは多少違和感を覚えました。このような場面でのデジタル

機器の使いこなしは、若い世代には既に一般化しているのかもしれません。し

かし、操作に不慣れな高齢者が、接客に多忙なコンビニエンスストアの店員に

は頼れない環境で、マイナンバーカードという取扱いに注意を要するものに関

する操作を行うことに抵抗感を抱いたであろうことは想像に難くありません。 

申立人が希望するように、カードセンターに専用端末を設置し、登録のサポ

ートを行うとすれば、カードの交付等の現在行っている業務との調整が必要と

なるかもしれません。しかし、区役所やカードセンターなどといった公的な場

所で職員のサポートを受けながら手続することの安心感は、高齢者や機械操作

に不慣れな方にとって、設置場所が多く訪れやすいこと以上に重要ではないか

((22))  ママイイナナンンババーーカカーードドのの健健康康保保険険証証利利用用手手続続（総務局スマートシティ推進部・保健福祉局保険医療部）   

 マイナンバーカードの健康保険証利用の手続について、コールセンターに問い合わせた

ところ、スマートフォンのアプリかセブンイレブンで手続ができると回答された。 

 アプリから簡単にできると言われたが、高齢者にはやり方が分からず、配慮に欠けてい

ると思う。市内のカードセンターで手続できるようにしてほしい。 
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とオンブズマンは考えます。 

また、マイナンバーカードセンターでカードの交付の際に続けて登録を行う

ことも可能になれば、市民の利便性からしても望ましいのではないかとオンブ

ズマンは思います。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 マイナポイント手続についてお手伝いが必要な方を対象として区役所に設置

されている案内窓口において、令和４年４月から、マイナンバーカードの健康

保険証利用のための手続や、公金受取口座の登録手続も行うことができるよう

にしました。 

 また、カードセンターに専用端末を設置することは運営上困難ですが、窓口

で健康保険証利用の手続に関しサポートの御依頼があった際は、必要に応じて

その場で一緒に操作していただきながら初回登録のお手伝いをしたり、アプリ

のインストール方法の説明や近くのセブン銀行での手続方法を御案内するなど、

引き続き、できる限りの対応を行ってまいります。 

 

 



― 52 ―

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年７７月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市は、この度の公開漏れが生じたのは、苦情申立てに関する文書のみを抽出

し、オンブズマンの発意による調査に関する文書を見落としたことが原因であ

ると説明しています。 

公開すべき文書を抽出し、個人情報などの非公開とするべきものを確認し、

公開に適した形にしていくことは、決して簡単な作業ではないと思いますが、

本件のような見落としが起きたことは、大変残念に思います。 

市は、今後、公開すべき公文書に漏れがないよう、既に申立人に公開済みの

もの及び調査中のものも含む全ての苦情申立てを複数人で確認するとともに、

同担当者の変更の都度、過去に公文書の公開漏れが生じたこと及びその原因等

について確実に引継ぎを行い、再発防止を徹底するとの見解を示しています。 

オンブズマンとしても、市にはこうした対策を確実に実行し、再びこのよう

なミスが起こらないよう、緊張感を持って対応してほしいと思います。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和３３年年 1100 月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 公開すべき公文書に漏れがないよう、既に申立人に公開済みの案件及び調査

中の案件を含む全ての苦情申立てを複数の職員で確認しています。 

また、当該事務の担当者が変更となる際には、過去に公文書の公開漏れが生

じたこと及びその原因等について確実に引継ぎを行い、再発防止を徹底するこ

ととします。 

 

 

((33))  公公文文書書公公開開請請求求にに係係るる文文書書のの公公開開漏漏れれ（総務局オンブズマン事務局）  

 私は、定期的にオンブズマン調査に関する文書の公開請求を行っている。昨年度のオ

ンブズマンの発意による調査に関する文書がまだ公開されていないことを疑問に思い、

職員に尋ねたところ、昨年度に発意調査が終了しており、本来なら公開するべき当該調

査に係る文書の公開が漏れていたとの回答を得た。 

 昨年度にはこのほかにも１度、公開されるべき文書が漏れていたことがあり、このま

までは近いうちに３度目が起こることが懸念される。 

 以上から、この度の公開漏れが生じた理由の説明と、今後同様の公開漏れが生じない

ための対策を求める。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1111 月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、市は所轄庁としてＮＰＯ法人を指導監督する立場であり、毎年

提出される事業報告書等の書類によりＮＰＯ法人の状況を把握するほか、関係

法令等に基づいて、市民への説明要請、報告及び検査、改善命令並びに設立認

証の取消しを行うことがあるとのことです。 

市は、本件ＮＰＯ法人の事務所が登記上の事務所所在地にないこと、事務所

に事業報告書等が備えられていないことなど、様々な法令違反の疑いが生じた

ことから、これらの事実確認及び改善のために必要な指導監督を行ってきたと

述べています。 

オンブズマンが確認したところ、市による当該ＮＰＯ法人への関与は、説明

要請、報告徴収、立入検査などがそれぞれ複数回行われており、これらに付随

するやり取りも含めると、当該ＮＰＯ法人に大変な事務負荷がかかり、過度な

指導と受け取られたことは、オンブズマンにも十分理解できるところです。 

しかし、これらの関与はすべて関係法令等に基づいたものであり、ＮＰＯ法

人を指導監督する立場にある市としては、様々な法令違反の疑念が払しょくさ

れない限り、必要な関与を続けるしかなく、過度な指導には当たらないとオン

ブズマンは考えます。また、当該ＮＰＯ法人の側にも、認証を受けている限り、

これらに従う義務があると思います。 

個々の事実関係については、申立人と市の主張が異なる部分もあり、これら

についてオンブズマンが判断することはできませんが、双方からの主張や資料

を検討した限りでは、強要や人権侵害に当たるような行為は確認することがで

きませんでした。 

 

 

((44))  ＮＮＰＰＯＯ法法人人へへのの不不適適切切なな対対応応（市民文化局市民自治推進室）  

 ＮＰＯ法人である当団体に対して、市から、書類を何度も修正させられ事務所の所在

地を変更させない、市民への説明方法を強制される、従業員の氏名を公表される、立入

検査に遅刻する、検査を行えるのに行わずに帰る、などの対応をされた。 

市は、罰則をちらつかせて指導を行うなど、不適切で過度な指導を行っており、これ

により当団体の職員が体調を崩した。 

 このような対応は人権侵害であるので、改めてもらいたい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1100 月月））【【不不備備ななしし】】  

市は、１回目の立入検査の際に、施設の運営実態やホームページの記載が法

令に抵触する可能性があったことから、これを改めるように指導したが、一部

申立人から理解を得られなかったと述べています。 

さらに、施設利用者からの通報があったために実施した２回目の立入検査で

は、改めて法令に抵触しない運営方法について説明したが、当該施設の形態に

ついて札幌市では事例が少なく、申立人からも疑義が示されたことから、法令

の適用について他自治体に照会の上、整理して回答することにしたと述べてい

ます。この際、申立人は、施設の運営実態と通報内容に矛盾があると主張し、

これ以降、市に対して通報者の利用日時などの詳細を教えるよう求め続けてい

るとのことです。 

オンブズマンは、市の立入検査は法令に基づくものであり、当該施設の運営

実態の確認のために立入検査を行ったことに問題はないと考えます。また、法

令の適用について、他自治体に照会した結果を参考に、最終的な見解をまとめ

るとしていることは、合理的なことであると考えます。 

ただ、市の立入検査及び指導への対応によって、運営できない時期が続いた

申立人のお気持ちは理解できます。１回目の立入検査の後で、他自治体への照

会などの調査や検討が行われていれば、早期に運営方法のガイドラインなどを

明確に示すことができていたかもしれないと、オンブズマンは残念に思います。 

次に、通報について、市は、市が受ける通報には匿名を望むものや真実に基

づかないものもあるが、通報を受けた時点での判断は難しく、通報の真偽を含

めた事実確認のために、立入検査や聞取りなどを行っていると回答しています。

また、申立人が求める通報者の施設利用日時について、通報者は「覚えていな

い」と回答しておりそれ以上の追及は難しく、その旨市は申立人に説明してい

るということです。 

通報者を特定しようとすることにより、通報者に不利益を生じさせたり、改

善の道が閉ざされる可能性もあることから、市が通報者の情報の詳細を開示す

ることに慎重であることはやむを得ないとオンブズマンは思います。 

((55))  保保健健所所のの立立入入検検査査（保健福祉局保健所）  

私の経営している施設に、２回保健所の立入検査が入った。「施設の利用者から法令

違反の疑いがあるとの通報があった」とのことであったが、施設の運営実態と通報内容

に矛盾があり、虚偽の通報と思われるのに、通報者の利用日時などの詳細を教えてもら

えない。通報内容の詳細を教えてもらえないのに、これからもこのような虚偽の通報を

根拠とした検査を受けなければならないのか。 
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市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 法令の適用について、国及び政令市に照会した結果を参考に、市としての見

解をまとめました。今後、事業者等から本件と同様の相談があれば、今回まと

めた見解を基に説明してまいります。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1100 月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、オンブズマンへの苦情申立てがあったことを受けて、改めて事

務室内を探したところ、申立人からの応募書類の封書が担当ではない職員の書

類の中から見つかったが、書類の受付がなされておらず、選考対象となってい

なかったということです。また、ファックスや電子メールによる受付も可能で

あったが、申立人からの問合せに対応した職員が、ホームページ等に応募方法

として記載された「送付」を「郵送のみ」と解釈し、誤った情報を伝えたこと

も判明したということです。 

市は、これらについて申立人に謝罪するとともに、今後このようなことがな

いよう、書類の管理方法を改善し、応募方法の記載は分かりやすい表現として

職員にも内容の周知を徹底する旨お伝えしたと述べています。 

オンブズマンとしては、市は自ら作成した応募方法の文言の解釈について内

部での確認を怠り、書類の管理もずさんであり、その結果、申立人に市民委員

への選考の機会を逸するという不利益を生じさせたと言わざるを得ません。 

受付簿を作成したり、受付から保管まで書類を一元管理しつつダブルチェッ

クするなどの当たり前の事務プロセスと管理体制を敷いていれば、選考に至る

どこかの時点でミスの発生を防止することができたことは明らかです。また、

((66))  市市民民委委員員へへのの応応募募方方法法（環境局円山動物園） 

私は、市民動物園会議の市民委員へ応募したいと思い、応募方法について、すぐに応

募書類の到達を確認できるファックスでの応募が可能か市に確認したところ、持参又は

郵送のみとの回答だった。コロナ禍で、持参は避けた方がいいと思ったため、郵送で応

募した。 

その後、選考結果の連絡がないため、市に確認したところ、私の応募書類が届いてい

ないとのことだった。応募書類は不達などで返送はされておらず、どうして届いていな

いのかわからない。 

私は、札幌市自治基本条例の市民参加の権利を侵害されたと思っている。今後このよ

うなことが起きないよう、ファックスや電子メールでの市民委員への応募を受け付けて

ほしい。 
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「送付」はお役所言葉的であり、「郵送」を連想しがちであると思います。応募

方法の記載に当たり、市民目線に立っていたならば「送付」という文言のあい

まいさに気付き、分かりやすい記載にしておくことができたと考えられます。 

いずれにせよ、申立人から選考結果の問合せがあった時点で応募書類を発見

できなかったことは残念であり、募集期間や応募総数に照らしても、初歩的な

ミスであると考えます。市に対しては、本件を猛省し、二度と同じミスが生じ

ないよう、しっかりと事務の見直しをすることを強く望みます。 

また、情報発信においては、誤解を与えることがないよう、市民目線に立っ

て、表現方法を工夫していただきたいと思います。 

申立人におかれましては、大変不快な思いをされただけでなく、市民委員へ

の参加を通じて貴重な御意見を賜る機会が失われることとなりましたが、今後

も市政への参加に御協力を賜りたいと思います。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 郵送等で受け付けた書類を確実に担当者へ引き継ぐため、事務室内に職員別

の文書受渡棚を設置し、文書収受担当職員が収受した書類を文書受渡棚に配布

した後、配布先の職員へ電子メールで知らせることとしました。また、市民か

ら送付される入園料の減免申請書等の特に重要な書類については、担当者の受

領サインを求めることとしました。 

 応募方法の記載については、次回の市民委員公募の際は、他部局での記載方

法等も参考としながら、分かりやすい記載とするよう改めます。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

市は、当該市管理地の記録調書及びブロック塀施工時の記録写真によると、

市管理地に盛土はされていないと述べています。この点については、申立人と

市の見解が異なっており、オンブズマンには判断することはできません。 

ブロック塀施工時の状況が分からない以上、市が盛土をしたことによってブ

ロック塀が損傷したということを申立人が証明しない限り、市の責任を問うこ

とはできないと考えます。 

重量車両がブロック塀に近接する場所に駐車しているためにブロック塀に土

圧を加えているとの申立人の主張に対しては、市は、申立人が求める市管理地

が重量車両の輪荷重に耐える構造なのかの計算までは不要と認識しているが、

ブロック塀の現状を踏まえ、当分の間は当該市管理地の貸付を行わないと回答

しています。 

前述のとおり、ブロック塀施工時の状況が分からないため、オンブズマンは

市に土圧の計算等をすべき責任があるかどうかを判断することはできません。

ただ、市が申立人の不安に対応すべく、当分の間市管理地の貸付を行わないこ

ととしたことは評価できると思います。 

((77))  市市管管理理地地のの土土壌壌にによよるるブブロロッックク塀塀のの損損傷傷（建設局総務部）  

私の居住するマンションに隣接する市の管理地の土壌が、マンションのブロック塀に

土圧を加えており、ブロック塀にひび割れが発生している。市管理地に工事用土砂がば

らまかれて盛土となったことや、重量車両がブロック塀に近接する場所に駐車していた

ことが一因となっていると考える。 

 市に対応を求めたところ、「当該市管理地に盛土をした記録はなく、マンション建設

前から現在と同じ状況である。」、「ブロック塀がマンション敷地内にあるため、札幌市

は関与しない。」と言われたが、納得できない。 

 ブロック塀に土圧を加えている市管理地の土壌の撤去など、マンション住民の財産及

び安全な住居環境の確保を実施するよう強く要望する。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年４４月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、当該野球場は、冬季は雪堆積場として利用している用地で、雪

堆積場は地域住民にとって迷惑となり得る施設であることから、地域への還元

を目的として、夏季は多目的広場として有効活用しているとのことです。当該

野球場は、以前は先着順の自由解放としていたが、少年野球団体が大会等で利

用しており、その保護者から場所取りの負担が大きいとの意見が寄せられたこ

とから、利用枠を調整することとしたということです。市は、利用枠の調整役

について、引受手が見つからずにいたところ、Ａ氏から当該野球場をＡ氏の団

体で利用したいとの相談があり、調整役を検討中であると伝えたところ、Ａ氏

の団体にて少年野球団体の調整も併せて行うことが可能との申出があり、Ａ氏

に調整役をお願いすることとした、と説明しています。 

本件のような競争性のある事柄の調整役について、当事者の一人に任せてし

まうと、他の当事者は調整の手続の透明さや結果の公正さに対して疑問を抱く

ことになることは当然です。市が示したＡ氏の団体が調整した利用枠の割当て

結果は、一見して明らかに不公平な結果となっていました。 

また、市が述べている地域還元という観点から、オンブズマンはＡ氏の団体

の地域性について確認しましたが、当該野球場の周辺地域との結び付きを見出

すことはできませんでした。 

したがって、オンブズマンは、市がＡ氏の団体に当該野球場の利用枠の調整

を依頼していることは不適切であると判断します。 

最後に、今後の利用枠の調整において、少年野球に対しては先に述べた公平

性とは別の観点での配慮が必要であると考えることから、オンブズマンはこの

点についても検討を加えたいと思います。 

少年野球にはスポーツを通じて健全な身体を育成するという理念があり、地

域還元とは別の政策的な理由から、大人の野球とは異なる配慮を行うことを検

討することには一定の合理性があるようにオンブズマンは思います。Ａ氏の団

体に利用枠の調整を依頼したことが不適切であったとしても、これまで市の関

((88))  公公共共施施設設のの不不公公平平なな利利用用調調整整（建設局雪対策室）  

 札幌市は野球場が少なく、公共施設予約情報システムで予約しようとしても、土日祝

日は抽選に当選しない。システムの予約対象ではない野球場を借りるために担当課に連

絡したところ、市の職員ではないＡ氏が調整役をしていると言われた。 

Ａ氏からは、月２時間しか貸せないと言われたが、その理由は、Ａ氏自身が土日祝日

の利用枠を独占しているためだった。市がこのような不公平な利用を認めているのはお

かしい。 
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与の下で少年野球団体の利用への配慮を続けてきた経緯があることも踏まえる

と、以前のような先着順による自由解放に戻すことなく、市は少年野球団体の

利用の調整のために相応しい関与を継続すべきであると考えます。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年５５月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市は、書類を頭上で振り回しながら対応した事実はないが、新型コロナウイ

ルス感染症対策のために設置したビニールカーテンの横から立ったまま不採用

通知を示したことが、申立人にそのような印象を与えた可能性があると述べて

います。また、対応した職員は、当初、申立人が他区で不採用となった理由を

尋ねているものと思い込み、申立人に不採用通知を示すために上記のような対

応をしたと説明しています。 

しかし、申立人は初めに、不採用の理由の説明を求めているのではなく追加

募集の有無を確認しに来た旨申し出ているということですから、対応した職員

が最初から申立人の話にしっかりと耳を傾けていれば、こうした対応をする必

要もなかったと思います。このような対応を受けた申立人が、さっさと帰って

くれと言わんばかりだと受け取ったことは、想像に難くありません。 

市は、申立人が来所した日は、選挙に係る事務が非常に立て込んでおり、申

立人に対する説明が口早であった可能性は否定できないとして、申立人にお詫

びの意を示しています。 

申立人は、少しでもお手伝いしたいという気持ちで足を運んだのに、その気

持ちを踏みにじられたと述べています。オンブズマンは市に対し、今回の申立

てを真摯に受け止め、十二分に反省していただき、たとえ忙しい中であったと

しても、今後、市民にこのような気持ちを抱かせることがないよう丁寧な対応

を心掛けていただきたいと思います。 

((99))  選選挙挙のの投投票票事事務務従従事事者者へへのの応応募募者者にに対対すするる対対応応（区市民部）  

 選挙の投票事務従事者の募集があり、私は住んでいる区に応募したが、不採用通知が

届いた。 

 そこで、他にも従事者を募集していた区の窓口で、追加募集がないか尋ねたところ、

中から出てきて対応した職員はさっさと帰ってくれという態度で「募集は締め切った。」

と言い、立ったままで私が渡した不採用通知を頭上で振り回しながら対応された。 

 少しでもお手伝いしたいという気持ちで足を運んだのに、その気持ちを踏みにじられ

た思いであり、このような対応をされたことに納得がいかない。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年 1122 月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、選挙人から介護が必要であるとの申出があった場合、投票事務

従事者が付き添うことにより投票していただいているとのことです。加えて、

公職選挙法の規定に基づき、選挙人に同行してきた介護者等については、各投

票所の投票管理者の判断により、入場の可否を決定しているということです。 

公職選挙法では、投票所に入ることができる者を、投票所に入ることについ

てやむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた者と定めています。そし

て同法の規定では、やむを得ない事情がある者として選挙人を介護する者が例

示されていますが、やむを得ない事情があるか否かの判断は、第一次的に投票

管理者の裁量に委ねていると解釈できます。 

本件では、投票事務従事者が付き添うことではＡ氏が投票できないというよ

うな事情はうかがわれず、申立人にやむを得ない事情があると認めなかったこ

とについて、投票管理者の裁量に逸脱や濫用があったと考えることはできませ

ん。 

その一方で、市は、「家族でなければ入場できない。」との説明は、申立人に

誤解を与えるもので、不十分であったと述べています。オンブズマンとしても、

この説明は公職選挙法の規定から導かれる解釈とは言えず、申立人に対して適

切な説明が行われたと言うことはできません。 

市によると、本件を踏まえて、区内のみならず全区の選挙管理委員会にも正

しい知識や対応について周知したとのことです。その上で、投票所への入場基

準については、選挙人の意向や心身の状況等を踏まえて総合的に判断する必要

があることから、一律の基準を設けるのは困難であると述べています。 

選挙人の投票が困難となっている事情には様々なものがあることを考慮する

と、こうした市の見解はやむを得ないものであるとオンブズマンは考えます。 

((1100))  投投票票所所内内へへのの付付添添いい（区市民部）  

 私はヘルパーをしている。この度の選挙の期日前投票をする選挙人Ａ氏にヘルパーと

して同行したが、Ａ氏の家族ではないという理由で投票所への入場を拒否された。 

 公職選挙法では、選挙人を介護する者などは投票所に入場できることになっており、

市のホームページにもその旨掲載されている。 

 後ほど、区の選挙管理委員会に申し出たところ、文書で謝罪を受け、区内の全投票所

に周知したとの話があったが、区内で終わらせずに、市全体の問題として共有し、投票

所への入場に関するきちんとした基準を作ってほしい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和３３年年６６月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、北海道から新型コロナウイルス感染症の集中対策期間として「感

染リスクを回避できない場合には、不要不急の外出等を控える」等の要請があ

ったことに鑑みて、施設利用日が集中対策期間内で、感染リスクの回避が困難

と考えられる場合にはキャンセル料の返金を行っていたが、申立人が当該地区

センターの利用を予約していた日は、集中対策期間外であったため、キャンセ

ル料の返金の対象にならなかったということです。 

申立人が利用予約をしていたのは、市の新型コロナウイルス感染症の感染者

数が比較的落ち着いていた時期ではありますが、申立人が、今後の感染状況が

どうなるかわからない現状では、大会の中止が社会のためになると思われたこ

とは、オンブズマンにも十分理解できるところです。 

しかしながら、キャンセル料の返金は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

う緊急的な措置であり、オンブズマンとしては、市が、北海道から要請のあっ

た集中対策期間に基づいてキャンセル料返金の期間を設定したことにはそれな

りの合理性があり、キャンセル料が通常どおりかかることに問題があるとは言

えないと思います。 

次に、市は、申立人からキャンセルの連絡があった時点では、申立人の利用

予約日のキャンセル料の取扱いが確定していなかったため、その期間のキャン

セル料が不要であると誤解されることのないよう、すべての職員が注意してい

たと述べています。これについては、申立人と市の主張が異なるため、その場

にいなかったオンブズマンは判断することができません。 

市は、職員の説明が申立人の誤解を招く原因となった可能性も考えられるた

め、改めて各コミュニティ施設に対し、キャンセル料の取扱いについて、利用

者に丁寧に説明するよう指導するとしています。今後の感染状況によってはキ

ャンセル料の取扱い等に変更が生じる可能性もあることから、オンブズマンと

しても、市には利用者への説明には一層注意していただくようお願いしたいと

思います。 

((1111))  施施設設利利用用ののキキャャンンセセルル料料（区市民部）  

私は、バレーボール大会を開くため、地区センターの利用予約をしていたが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響もあって中止することにした。中止の連絡をした際には、キ

ャンセル料は発生しないだろうと言われたのにもかかわらず、後日、通常どおりキャン

セル料がかかるとの連絡があった。 

市内の体育館等は利用人数を制限している状況で、大会を中止することは社会のため

になるものと思っていたのに、通常どおりキャンセル料がかかるのはおかしい。 
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Ⅲ 制度の概要等 

 

１ 札幌市オンブズマン制度の概要 

 

(1) 制度導入の背景  

オンブズマン制度は、複雑化する社会状況に対応した透明性の高い行政運営を

行うとともに、市民と行政が一体となったまちづくりを進めていくため、札幌市

オンブズマン条例に基づき、平成 13 年３月に発足しました。  

また、平成 19 年４月に施行された札幌市自治基本条例においても、公正で信頼

の置ける行政運営を確保するための制度として位置付けられています。  

※ 「オンブズマン」という言葉は、スウェーデン語の「ombudsman（代理人）」がもとにな

っています。  

 

(2) オンブズマンの役割 

① オンブズマンは、市の業務に関する苦情を公正に調査し、中立な立場で判断

します。 

② 市政に関することを、自ら取り上げて調査します（発意調査）。 

  

(3) 苦情申立ての対象となるもの 

オンブズマンが管轄するのは、市の機関の業務執行に関する事項及び当該業務

に関する職員の行為に関することで、本人に利害関係があり、その事実のあった

日から１年以内のものです。 

例えば、税金の使い方などの市政に対する提言や要望に関することなどは、直

接的・具体的な利害関係がないため調査できません。 

 

(4) 苦情申立てとして扱えないもの 

次の申立ては、オンブズマンの所轄事項から除かれているため取り扱えません。 

① 判決、裁決等により係争中又は確定した権利関係に関すること 

② 監査委員が監査を実施していること 

③ 議会に関すること 

④ オンブズマンの行為に関すること 

⑤ 子どもの権利救済委員に救済を申し立てたこと及び同委員の行為に関すること  
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(5) オンブズマンの組織等 

① オンブズマン 

オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちか

ら、議会の同意を得て市長が委嘱します。オンブズマンは、次のとおりです。 

原   俊 彦（大学名誉教授） 

田 村 智 幸（弁護士） 

八木橋 眞規子（民事調停委員） 

  ② 任期 

オンブズマンの任期は２年で、１期に限り再任されることができます。 

③ その他のスタッフ 

オンブズマンの調査を補佐するため、専門調査員３名が置かれています。ま

た、制度を運営するオンブズマン事務局に、市職員３名と受付を担当する相談

員２名が配置されています。 

 

(6) 苦情申立ての方法 

申立ては、本人（代理人も可）が、住所、氏名、苦情の内容等を記載した書面

により行うことになります。持参のほか、郵送やＦＡＸ、ホームページからも申

立てができます。 

苦情申立書は、リーフレットとともにオンブズマン室、市民の声を聞く課、各

区役所（広聴係）等に備えてありますが、必要事項の記載があれば、所定の様式

以外でも申し立てることができます。 

制度利用に要する費用は無料です。 

 

(7) 調査結果の通知 

市の関係機関への事情聴取や法令等の検討を行い、オンブズマンの調査結果と

してまとめたものを、申立人及び市の関係機関に対して文書で通知します（申立

てから調査結果の通知までは、通常１か月から１か月半程度かかります）。 

 

(8) 活動状況の報告･公表 

オンブズマンの活動状況は、毎年、市長及び議会に報告するとともに公表しま

す。 
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２ 苦情処理の流れ 

 

 

 

市の担当部局等を調査 

オンブズマンの判断 

調調査査結結果果をを通通知知  

勧告・意見表明 

オンブズマンが必要と認めるとき等 

苦情申立て 

持参  郵送・FAX・HP 

申立書の受理通知 オンブズマンと面談 

申立人 

受付 

市の担当部局 

フォローアップ調査  

（改善状況等の調査） 

必要に応じて 

市からの 

改善状況報告 

オンブズマンが調査

できない場合も、理由

をつけて通知します。 

※面談希望の場合は電話で予約 

申立人 

オンブズマン室 

市の担当部局 

必ず書書面面で申立て 
（匿名では申立てで

きません。） 

一度調査を実施した事項について、再度調査をすることはできません。 
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３ 札幌市オンブズマン制度のあゆみ 

平成12年 ７月  「オンブズマンを考えるシンポジウム」を北大と共催 

同 

～ 

８月 

10 月 

 「オンブズマン市民セミナー」開催。電子会議室「私たちが考え

るオンブズマン制度」を開設。市民セミナー参加者が札幌市に提

言書を提出 

同 12 月  平成 12 年第４回定例市議会において全会一致で札幌市オンブズ

マン条例を制定（平成 13 年３月１日施行） 

平成13年 ３月  札幌市オンブズマン室開設（場所：オーク札幌ビル） 

同 11 月  全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会に加入 

   勧告第１号（道路幅員の確定について） 

平成16年 12 月  札幌市オンブズマンに関する市民アンケート調査実施 

平成18年 ４月  夜間オンブズマン開始（条例附則に基づく見直し措置） 

   オンブズマン事務局が機構上総務局に編入 

平成19年 ４月  札幌市自治基本条例施行（公正で信頼の置ける行政運営の確保に

向けてオンブズマンを置くことを改めて規定） 

同 ５月  オンブズマン室が市役所本庁舎 15 階に移転 

平成21年 ４月  札幌市オンブズマン条例の一部改正（「札幌市子どもの最善の利益

を実現するための権利条例」制定により「子どもの権利救済委員」

が設置されたことに伴い、相互の関係を規定したもの） 

同 ６月  勧告第２号（証明等手数料条例とその運用の不整合な状態の解消

について） 

同 ８月  苦情申立て件数が累計で 1,000 件を超える 

平成23年 ３月  制度発足 10 周年を迎える 

同 ６月  制度発足 10 周年を記念し、活動報告書（10 周年特集号）を発行 
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平成25年 ３月  平成 24 年度の年間苦情申立て件数が過去最多の 135 件となる 

平成28年 ６月  オンブズマン室が市役所本庁舎 11 階に移転 

平成29年 11 月  苦情申立て件数が累計で 2,000 件を超える 

令和３年 ３月  制度発足 20 周年を迎える 

同 ７月  制度発足 20 周年を記念し、活動報告書（20 周年特集号）を発行 

 

４ 歴代オンブズマン 

氏 名 
職業・経歴等 

（就任時） 
任 期 

廣
ひろ

 岡
おか

 得
とく

一郎
いちろう

 
弁護士 

平成 13 年 3 月 1 日～平成 15 年 2 月 28 日 

平成 15 年 3 月 1 日～平成 17 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 13 年 3 月 1 日～平成 17 年 2 月 28 日 

長
なが

 井
い
 敬

けい
 子

こ
 

札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

人権擁護委員 

平成 13 年 3 月 1 日～平成 15 年 2 月 28 日 

平成 15 年 3 月 1 日～平成 17 年 2 月 28 日 

三
み
 谷

たに
 鉄

てつ
 夫

お
 

北海道大学名誉教

授 

平成 13 年 3 月 1 日～平成 14 年 2 月 28 日 

平成 14 年 3 月 1 日～平成 16 年 2 月 29 日 

佐
さ
 藤

とう
 譲

じょう

 治
じ

 
元会社役員 

平成 16 年 3 月 1 日～平成 18 年 2 月 28 日 

平成 18 年 3 月 1 日～平成 20 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：平成 17 年 3 月 1 日～平成 20 年 2 月 29 日 

文
ぶん

 仙
せん

 俊
しゅん

 一
いち

 
弁護士 

平成 17 年 3 月 1 日～平成 19 年 2 月 28 日 

平成 19 年 3 月 1 日～平成 21 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 20 年 3 月 1 日～平成 21 年 2 月 28 日 

杉
すぎ

野
の
目
め
 康

やす
 子

こ
 

翻訳家 

元北海道教育委員 

平成 17 年 3 月 1 日～平成 19 年 2 月 28 日 

平成 19 年 3 月 1 日～平成 21 年 2 月 28 日 

前
まえ

 野
の
 正

まさ
 明

あき
 

元会社役員 
平成 20 年 3 月 1 日～平成 22 年 2 月 28 日 

平成 22 年 3 月 1 日～平成 24 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：平成 21 年 3 月 1 日～平成 23 年 2 月 28 日 

岩
いわ

 本
もと

 勝
かつ

 彦
ひこ

 
弁護士 

平成 21 年 3 月 1 日～平成 23 年 2 月 28 日 

平成 23 年 3 月 1 日～平成 25 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 23 年 3 月 1 日～平成 25 年 2 月 28 日 
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氏 名 
職業・経歴等 

（就任時） 任 期 

井
いの

 上
うえ

 宏
ひろ

 子
こ

 
消費生活アドバイ

ザー 

平成 21 年 3 月 1 日～平成 23 年 2 月 28 日 

平成 23 年 3 月 1 日～平成 25 年 2 月 28 日 

相
あい

 澤
ざわ

 重
しげ

 明
あき

 

札幌家庭裁判所家

事調停委員 

平成 24 年 3 月 1 日～平成 26 年 2 月 28 日 

平成 26 年 3 月 1 日～平成 28 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：平成 25 年 3 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日 

三
み
 木

き
 正

まさ
 俊

とし
 

弁護士 
平成 25 年 3 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日 

平成 27 年 3 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 27 年 3 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日 

吉
よし

 田
だ
 かよ

か よ
子
こ
 北星学園大学教授 平成 25 年 3 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日 

岩
いわ

 田
た
 雅

まさ
 子

こ
 

札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

平成 27 年 3 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日 

平成 29 年 3 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日 

杉
すぎ

 岡
おか

 直
なお

 人
と
 

北星学園大学教授 
平成 28 年 3 月 1 日～平成 30 年 2 月 28 日 

平成 30 年 3 月 1 日～令和 2 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：平成 29 年 3 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日 

房
ふさ

 川
がわ

 樹
き
 芳

よし
 

弁護士 
平成 29 年 3 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日 

平成 31 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 31 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日 

八木橋
や ぎ は し

 眞
ま
規子
き こ

 
札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

平成 31 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日 

令和 3 年 3 月 1 日～ 

原
はら

   俊
とし

 彦
ひこ

 

札幌市立大学名誉

教授 

令和 2 年 3 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日 

令和 4 年 3 月 1 日～ 

代表オンブズマン：令和 3 年 3 月 1 日～ 

田
た
 村

むら
 智

とも
 幸

ゆき
 弁護士 令和 3 年 3 月 1 日～ 
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５ 札幌市オンブズマン条例 

平成 12 年 12 月 12 日札幌市条例第 53 号  

（最終改正：平成 20 年 11 月 7 日札幌市条例第 36 号） 

 

第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、札幌市オンブズマンの組織、職務等に関し必要な事項を定めることに

より、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図り、もって開

かれた市政の推進、市民の市政に対する理解と信頼の確保及び市民の意向が的確に反映さ

れた市政運営に資することを目的とする。 

 （設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、札幌市オンブズマン（以下「オンブズマン」という。）

を置く。 

 （所轄事項） 

第３条 オンブズマンの所轄事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関

する職員の行為であって、次に掲げる事項に該当しないもの（以下「市の業務」という。）

とする。 

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 

(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項又は監査委員が請求に基づき現に監査を実施し

ている事項 

(3) 議会に関する事項 

(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項 

(5) 札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てた事項 

(6) オンブズマン又は札幌市子どもの権利救済委員の行為に関する事項 

 （オンブズマンの職務） 

第４条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。 

(1) 市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること。 

(2) 常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ調査するこ

と。 

(3) 市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を

表明すること。 

(4) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。 

 

第２章 責務 

 

 （オンブズマンの責務） 

第５条 オンブズマンは、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。 
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２ オンブズマンは、その職務の遂行に当たり、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監

視し、及び市政の改善を図る他の諸制度と有機的な連携を図ることなどにより、その役割

を効果的に果たすよう努めなければならない。 

３ オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 

 （市の機関の責務） 

第６条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、

積極的な協力援助に努めなければならない。 

 （市民等の責務） 

第７条 市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度

の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。 

 

第３章 オンブズマンの組織等 

 

 （オンブズマンの定数、任期等） 

第８条 オンブズマンの定数は、３人とする。 

２ オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、議会の

同意を得て、市長が委嘱する。 

３ オンブズマンの任期は２年とし、１期に限り再任されることができる。 

 （兼職等の禁止） 

第９条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若し

くは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。 

２ オンブズマンは、市と特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることが

できない。 

 （秘密を守る義務） 

第１０条 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （解嘱） 

第１１条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、

又はオンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンたるに適しない非行があると認

めるときは、議会の同意を得て解嘱することができる。 

２ オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることが

ない。 

（代表オンブズマン） 

第１２条 オンブズマンのうち１人を代表オンブズマンとし、オンブズマンの互選によって

これを定める。 

２ 代表オンブズマンは、オンブズマンに関する庶務を処理する。 

３ 代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、あらかじ

め代表オンブズマンが定めるオンブズマンがその職務を代理する。 
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（オンブズマン会議） 

第１３条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。 

(1) オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。 

(2) 活動状況の報告に関すること。 

(3) その他オンブズマンの協議により必要と認める事項 

２ オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。 

３ 前項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズ

マンがオンブズマン会議に諮って定める。 

 

第４章 苦情の処理等 

 

 （苦情の申立て） 

第１４条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てることができる。 

 （苦情の申立手続） 

第１５条 前条の規定による苦情の申立て（以下「申立て」という。）は、次に掲げる事項を

記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズマンが当該書面によること

ができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び

代表者の氏名） 

(2) 申立ての趣旨及び理由並びに申立ての原因となる事実のあった年月日 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 （調査対象外事項） 

第１６条 オンブズマンは、申立てが、オンブズマンの所轄事項でないもののほか、次の各

号のいずれかに該当するものであると認めるときは、当該申立てに係る苦情について調査

しない。 

(1) 申立てを行ったもの（以下「苦情申立人」という。）が、申立ての原因となった事実

についての利害を有しないとき。 

(2) 申立ての原因となった事実のあった日から１年を経過しているとき。ただし、正当な

理由があるときは、この限りでない。 

(3) 虚偽その他正当な理由がないとき。 

２ オンブズマンは、申立てがオンブズマンの所轄事項であって、かつ、前項各号に該当し

ない場合においても、調査することが相当でない特別の事情があると認めるときは、当該

申立てに係る苦情について調査しないことができる。 

 （調査の開始・非開始に係る通知） 

第１７条 オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、

理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。 

２ オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案（以下「苦

情等」という。）について調査を開始するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知
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しなければならない。 

 （調査の中止） 

第１８条 オンブズマンは、苦情等について調査を開始した場合においても、調査を続ける

ことが相当でない特別の事情があると認めるときは、調査を中止することができる。 

２ オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各号に掲げる

苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を速やかに通知

しなければならない。 

(1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び前条第２項の規定により通知した市の機関（以下

「調査対象機関」という。） 

(2) オンブズマンの発意に基づくもの 調査対象機関  

 （調査の方法） 

第１９条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査対象機関

に対し、説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求

し、又は実地に調査することができる。 

２ オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関

に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることがで

きる。 

３ オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、

専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。 

（出資団体等の調査への協力） 

第２０条 市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるも

の及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者は、前条第２項の規定による調査について、協力するよう努めるものとする。 

 （調査結果に係る通知） 

第２１条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果について、次の各号に掲げる苦情等の区分

に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに通知しなければならない。 

 (1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び調査対象機関 

 (2) オンブズマンの発意に基づくもの 調査対象機関 

 （勧告及び意見表明） 

第２２条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市

の機関に対し、当該苦情等に係る市の業務について是正等の措置を講じるよう勧告するこ

とができる。 

２ オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めると

きは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求める意見を表明することができる。 

３ オンブズマンは、申立てに係る苦情について前２項の規定により勧告し、又は意見を表

明したときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。 

 （勧告又は意見表明の尊重） 

第２３条 前条第１項の規定による勧告又は同条第２項の規定による意見表明を受けた市の

機関は、これを尊重しなければならない。 
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（措置の状況の報告） 

第２４条 オンブズマンは、第２２条第１項の規定による勧告又は同条第２項の規定による

意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、その是正等又は

改善の措置の状況について報告を求めるものとする。 

２ 前項の報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して６０

日以内に、オンブズマンに対し、是正等又は改善の措置の状況について報告するものとす

る。 

３ オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、苦

情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。 

 （勧告等の公表） 

第２５条 オンブズマンは、第２２条第１項の規定による勧告若しくは同条第２項の規定に

よる意見表明をしたとき、又は前条第２項の規定による報告があったときは、その内容を

公表するものとする。 

２ オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護につい

て十分な配慮をしなければならない。 

 

第５章 補則 

 

 （活動状況の報告） 

第２６条 オンブズマンは、毎年、その活動状況について、市長及び議会に報告するものと

する。 

 （市民との交流） 

第２７条 オンブズマンは、前条の規定によりその活動状況を市長及び議会に報告したとき

は、これを公表するものとする。 

２ オンブズマンは、前項に掲げるもののほか、その活動に関し、積極的に市民に情報を提

供するとともに、市民の意向を把握する施策を講じるなど市民との交流に努めるものとす

る。 

 （専門調査員） 

第２８条 オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置くことができる。 

２ 専門調査員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 第５条、第９条及び第１０条の規定は、専門調査員について準用する。 

 （委任） 

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 （省 略） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ お越しの際は公共交通機関をご利用ください ＊ 
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